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【大臣官房総務課】 

施策・制度名 厚生労働省の広報に関する総合調整 

担当係   総務課広報室・分かりやすい広報指導室              

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 

媒体 
実施時期 広報の成果目標 備考 

厚生労働省の組

織目標を達成す

るため、広報面で

各局を支援・調整

する。 

厚生労働省の施策

をより一層推進す

るため、厚生労働省

に対する国民の信

頼度を向上させる。 

各施策が対

象とする国

民層 

政府広報、広報誌等を活用した広報

について、各部局と調整を行う。 

政府広報、

広報誌 

随時 年度当初と比べ

て、厚生労働省

の信頼度が向上

したと判断した

方 の 割 合 を

50％以上にす

る。（平成 25 年

度実績 49％（厚

生労働省行政モ

ニターアンケー

ト）） 

 

信頼度は、厚生

労働行政モニタ

ー等にアンケー

トを実施して把

握する。 

 

各施策が対

象とする国

民層 

厚生労働省ホームページ再構築業

務（平成 23 年度）で作成したガイ

ドラインに基づき、ユーザビリティ

／アクセシビリティ対応が不十分

なページの改善に向けた指導・支援

を行う。また、各部局に、見やすい

等の観点から必要な助言を行う。 

ホームペ

ージ 

随時 

各施策が対

象とする国

民層 

イベント、施策等について、

Twitter、Youtube、USTREAM を活用

して国民への情報提供を支援する。 

Twitter、

Youtube、

USTREAM 

随時 

各施策が対

象とする国

民層（特に、

子ども） 

子どもたちに業務説明や省内見学

等を行うことにより、親子のふれあ

いを深め、子どもたちが夏休みに広

く社会を知る体験活動の機会とし

て、「子ども霞が関見学デー」（文部

科学省が主催）を企画・実施する。 

イベント 8 月 

報道機関 政務三役の会見について適切に対

応する。 

記者会見 随時 

報道機関 各部局に、発表資料を必要に応じて

口頭による説明を行う会見等を実

施するように調整するとともに、分

かりやすい、丁寧な説明を行うよう

に徹底させる。 

記者レク 随時 



    

4 

報道機関 適切な時期に記者発表できるよう

に、記者クラブと調整を行う。 

記 者 レ

ク・資料配

付 

随時 

報道機関 報道関係者を対象とした各部局に

よる勉強会が積極的に開催される

よう調整する。 

記者勉強

会 

随時 

地方公共団

体 

東京事務所の担当者向けに、厚生労

働省の施策等に関する研修を実施

する。 

研修 5 月 

前段：内部組

織 

後段：一般国

民 

厚生労働行政モニターからの意見

等について、各部局が政策策定時に

参照・活用できるよう、各部局に提

供する。また、モニターからの意見

について、ホームページに、厚生労

働省の考え方を掲載する。 

前段：随時

報告書の

配布等 

後段：ホー

ムページ 

随時 

厚生労働行

政モニター 

モニターに厚生労働省の施策等に

対する担当部局からの要望により

アンケート調査を実施する。 

 随時 

内部組織 各部局に対して、毎年度の広報実施

計画の作成を依頼する。 

各部局における広報実施計画の実

施状況をフォローアップするとと

もに、必要な助言等を行う。 

前段：広報

委員会等

を通じて

依頼 

後段：打合

せ等 

下半期 

内部組織 各部局に対し、有効な広報と考えら

れる手段の提案を行う。 

広報委員

会を通じ

た呼びか

け等 

随時 

内部組織 各部局が作成する報道発表資料、パ

ンフレット、資料等の作成に当たっ

て、分かりやすい広報指導室が有効

活用されるように、積極的に取り組

む。 

広報委員

会を通じ

た呼びか

け等 

随時 



    

5 

内部組織 分かりやすい文書作成の意識の高

揚を図るため、「分かりやすい文書

作成推進月間」を設定し、各部局で

文書のチェックを行うなど分かり

やすい文書の作成の取組を実践す

る。 

各部局で

の文書の

チェック

など 

９月 

内部組織 各部局の広報担当者に対して、取材

を受けた場合には、取材対応等の記

録、その記録の共有及び報道ぶりの

確認を徹底させる。 

広報委員

会を通じ

た呼びか

け等 

随時 

職員 職員の意識改革と技能の向上を図

るため、広報研修を実施する。 

研修 7～3月 
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【大臣官房会計課】 

施策・制度名（重点施策）：平成２７年度概算要求及び平成２７年度予算案     

担当係：大臣官房会計課調整係                       

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

平成２７年度概

算要求及び平成

２７年度予算案

の周知・広報 

厚生労働省の施策に

ついて予算面からも

国民の理解の促進を

図るため、社会保障

の充実・安定化の内

容を含め国民に対し

わかりやすく伝え

る。 

 

 

一般国民 

報道関係者 

地方自治体 

平成２７年度予算概算要求や平成

２７年度予算案の内容について、以

下の資料を作成し、ＨＰ掲載や国

会・関係機関等への配布、説明等を

通じ、厚生労働省の施策について広

く周知する。 

①平成２７年度予算概算要求の概

要及び主要事項 

②平成２７年度予算案の概要及び

主要事項 

ホームペ

ージ、リ

ーフレッ

ト 

① ８月 

②１２月 
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【大臣官房地方課】 

施策・制度名（重点施策）： 地方厚生(支)局が実施する広報戦略 

担当係： 大臣官房地方課地方厚生局管理室          

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

地方厚生(支)局

が担う厚生行政

を周知し、国民の

信頼を向上させ

る。 

【課題】 

地方厚生(支)局の果

たす役割や業務の成

果について、国民、

事業者（保険医療機

関、健康保険組合、

厚生年金基金、各種

養成施設）及び地方

自治体に十分周知、

理解されていない。 

 

【役割】 

地方厚生(支)局にお

いて、効果的な広報

活動を行い、国民、

事業者及び地方自治

体からの理解と信頼

を高める。 

一般国民 

 

 

 

 

 

 

地方厚生(支)局が積極的に広報活

動を行うよう指示をし、厚生(支)局

が担う役割及び業務の成果につい

て幅広く周知するとともに、厚生行

政関係の指標等について、その地域

指標を紹介するなどにより、厚生行

政の周知を図る。 

 

ホームペ

ージ  

随時 各種説明会やセ

ミナーへの参加

者数を増加させ

る。 

 

事業者 

 

指導監督等の対象事業者に対し、運

営の留意点、監査・検査における主

な指摘事項や事業に対するＦＡＱ

について、ホームページで情報発信

する。また各種事業者を対象とした

説明会・セミナー等の開催、その機

会を活用し厚生(支)局が果たす役

割をＰＲする。 

 

ホームペ

ージ、説

明会、セ

ミナー 

地方自治体 地方厚生(支)局に対する申請手続

き等が効率的に行えるよう業務関

係の参考通知、資料、点検ポイント、

ＦＡＱ等について、ホームページで

情報発信するとともに随時更新し

てよりわかりやすいものとする。 

ホームペ

ージ 
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【大臣官房地方課】 

施策・制度名（重点施策）： 都道労働局が実施する広報戦略         

担当係： 大臣官房地方課企画第二係                    

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

都道府県労働

局が実施する労

働行政に係る施

策を周知し、国民

の理解を高める

ことにより、一層

の推進を図る。 

【課題】 

都道府県労働局の

実施する施策につい

て、国民の理解のも

と一層の推進を図る

必要がある。 

 

【役割】 

都道府県労働局に

おいて、効果的な広

報活動を行い、国民

からの理解を高め

る。 

一般国民 

報道関係者 

労働局長による定期的な記者会

見や記者との意見交換、実施施策に

関する説明会等を通じ、都道府県労

働局が実施する施策に関する効果

的な情報発信を行う。 

このため、各都道府県労働局にお

ける広報活動の成果について、定期

的に情報共有を行うとともに、都道

府県労働局における広報委員会で

の効果的な広報活動の積極的検討、

広報に関する研修の実施を指示し、

広報力の向上を図る。 

 

記者レク 

説明会 

セミナー

等 

随時 都道府県労働

局の行う労働行

政の施策等やそ

の成果につい

て、より多く報

道で取り上げら

れること。 

 

大学生等 大学生等の若者に対し、都道府県

労働局の幹部等が大学等で労働関

係の基礎知識の普及を図るセミナ

ーを実施する。併せて、労働行政の

役割等を周知する機会とする。 

 

研修等 随時 
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【大臣官房国際課】 

施策・制度名（重点施策）：重要な国際会議等に関する広報            

担当係：国際課海外情報室                               

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

情報発信の強化 外国政府及び海外の

関係者に対して厚生

労働行政施策の理解

を促進するため情報

を発信する 

 

外国政府及

び海外の関

係者 

厚生労働省ホームページや厚生労

働白書の英語版の作成、管理を行

う。 

同左 適宜 厚生労働省の関

連施設見学会及

び施策ブリーフ

ィングにおい

て、アンケート

を実施し、その

内容を次回に反

映する等、適切

な広報を実施す

る。 

 

在京海外プ

レス、在京大

使館員 

厚生労働省の関連施設見学会及び

施策ブリーフィングを実施する。 

同左 10 月 
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【大臣官房厚生科学課】 

施策・制度名（重点施策）：厚生労働科学研究                         

担当係：大臣官房厚生科学課庶務係                                 

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

行政政策研究、厚

生科学基盤研究、

疾病・障害対策研

究及び健康安全

確保総合研究の

効果的な研究事

業を実施すると

ともに研究成果

を広く国民へ周

知する。 

厚生労働科学研究

事業については、そ

の成果が政策形成等

において具体的にど

のように寄与したの

かがわかりにくい。 

 

研究課題意見聴取

及び研究成果等につ

いて、広く、迅速に

国民に公開すること

により、厚生科学研

究に関する適切な情

報の提供及び研究課

題の設定等について

一層の促進となる。 

一般国民、研

究機関等 

厚生労働科学研究により前年度に

実施した研究の概要を研究者から

提出され次第、厚生労働科学研究デ

ータベースにより順次公開する。 

ホームペ

ージ 

６月目途 ホームページの

アクセス回数の

対前年度比の増

加。 

厚生労働科学研

究成果データベ

ース閲覧システ

ム 

平成 25 年度（4

月 1日～平成 26

年 3月 27 日） 

 109,922 アクセ

ス 

 

厚生労働科学研究により前年度に

実施した研究の研究報告書全文を

厚生労働科学研究データベースに

より公開する。 

ホームペ

ージ 

１０月目

途 

研究課題設定のためのパブリック

コメントを実施する。 

ホームペ

ージ 

１０月目

途 

厚生労働科学研究の研究に係る一

般国民向けの成果発表会を実施す

る場合に、厚生労働省のホームペー

ジにおいて、日程等を公表する。 

成 果 発

表、ホー

ムページ 

１２月目

途 

厚生労働科学研究費データベース

について、研究成果の検索性の向上

等を図り、国民の利便性、活用性を

向上させるための更新を行う。 

ホームペ

－ジ 

１０月目

途 
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【大臣官房統計情報部】 

施策・制度名（重点施策）：厚生労働統計調査の推進 

担当係：企画課普及相談室統計広報係・普及係、企画課統計企画調整室、雇用・賃金福祉統計課、世帯統計室 

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

統計調査の円滑

な実施 

厚生労働統計に関す

る情報の確実な提供

を行い、自治体の要

望を把握して次年度

以降の調査の円滑な

実施を図る。 

 

自治体 各種会議の場を通じて各自治体か

らの厚生労働統計に対する要望を

的確に把握する。 

会議等 平 成 26

年４月～

平 成 27

年３月 

自治体に対する

アンケートの結

果、「説明・資料

が分かりやすか

った」等と回答

した割合が80％

以上。（平成 24

年 度 実 績 ：

86.4％） 

 

厚生労働統計通信を発行する。 厚生労働

統計通信 

平 成 26

年４月～

平 成 27

年３月 

・厚生労働統計

通信を年６回発

行する。 

・自治体に対す

るアンケートの

結果、「通信の内

容が参考になっ

た」と回答した

割合が 80％以

上。（平成 25 年

度実績：88％） 
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【大臣官房統計情報部】 

施策・制度名（重点施策）：厚生労働統計調査の推進 

担当係：企画課普及相談室統計広報係、企画課統計企画調整室 

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

統計調査結果等

の周知 

統計調査の実施に当

たっては調査の対象

となる個人や企業等

の協力が不可欠であ

るため、公的統計が

国民生活の向上にど

のように役立ってい

るのかなどについて

国民の理解の促進を

図る。 

広報誌（月刊

厚生労働）読

者 

統計調査結果等について、広報誌

（月刊厚生労働）を通じて広報す

る。 

広 報 誌

（月刊厚

生労働） 

平 成 26

年４月～

平 成 27

年３月 

広報誌（月刊厚

生労働）の「今

月のＤＡＴＡ」

に掲載する統計

調査結果等が30

件以上。 

 

厚生労働省

ホームペー

ジ新着情報

配信サービ

ス利用者 

子ども向け統計学習サイト等を紹

介するページ「統計について学ぼう

（統計学習サイトのリンク集）」を、

「厚生労働省ホームページ新着情

報配信サービス」を通じて広報す

る。 

厚生労働

省ホーム

ページ新

着情報配

信サービ

ス 

平 成 26

年 ４ 月

頃、平成

26 年 10

月頃 

当該ページの紹

介を「統計グラ

フ全国コンクー

ル」の応募時期、

「統計の日」の

時期に合わせて

２回行う。 
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【大臣官房統計情報部】 

施策・制度名（重点施策）：厚生労働統計調査の推進 

担当係：企画課審査解析室 

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

統計データの二

次的利用の推進 

統計データの二次的

利用制度が整備され

たことを踏まえ、当

該制度について周知

することにより、学

術研究や高等教育に

おける厚生労働統計

の活用を支援する。 

学術研究機

関、高等教育

等 

二次的利用の趣旨等について理解

を促すため、各種学会への参加を通

じる等により広報するとともに、意

見交換を通じてニーズを把握する。 

学会の大

会等 

平 成 26

年４月～

平 成 27

年３月 

大学等への説明

３回以上。 
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【大臣官房統計情報部】 

施策・制度名（重点施策）：行政情報化の推進 

担当係：情報システム課 

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

申請・届出等手続

きの電子申請の

利便性向上と利

用促進 

国が扱う申請・届出

等手続きの電子申請

について、より一層

普及させる必要があ

るため、電子申請に

関する利便性等を周

知することで多くの

国民に利用していた

だくこと。 

社会保険労

務士（全国社

会保険労務

士会連合会）

等 

電子申請の利便性の向上と利用の

促進を図るため、社会保険労務士と

の定期協議等を開催する。 

社会保険

労務士と

の定期協

議会 

平 成 26

年４月～

平 成 27

年３月 

社会保険労務士

等を対象とした

アンケート調査

に、今後の利用

意向の設問を設

け、「今後利用し

たい」という回

答割合の増加を

目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

社会保険労務士等を対象とした電

子申請の利便性等に関するアンケ

ート調査を実施する。 

ホームペ

ー ジ 、

e-Gov 

事業主、企業

の人事・総務

担当者等 

電子政府利用促進週間に合わせて、

電子申請について利用の促進を図

る。 

ホームペ

ージ、厚

労省人事

労務マガ

ジン、広

報誌（月

刊厚生労

働） 

平 成 26

年 11 月 
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【医政局】 

施策・制度名（重点施策）：新たな財政支援制度による医療の充実       

担当係：指導課                              

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

地域における効

率的かつ質の高

い医療提供体制

の構築と地域包

括ケアシステム

の構築を通じ、医

療及び介護の総

合的な確保を促

進するため、消費

税増収分を活用

し新たな財政支

援制度を創設す

る。 

都道府県に基金

を設け、例えば、 

①病床の機能分

化・連携、 

②在宅医療の推

進、 

③医療従事者の

確保・養成 

といった事業を

行うことを検討

している。 

 

消費税増収分を活用

した財政支援制度で

あるため、国民に対

し事業の意義や内容

を周知し、平成 26

年 4 月からの消費税

引上げに理解を得る

必要がある。 

都道府県・市

町村 

消費税増収分を活用した事業であ

ることを周知する。また、国が策定

する総合確保方針等において、地域

における医療及び介護の総合的な

確保の意義等を示すとともに、都道

府県・市町村が策定する計画や公正

性及び透明性の確保その他基金を

充てて実施する都道府県事業につ

いての基本的な事項等を定め周知

する。 

 

国から都

道府県・

市町村へ

の通知等 

事前の予

備説明は

できるだ

け早く行

うが、正

式には医

療介護総

合確保推

進法案の

成立後、

総合確保

方針の策

定を行っ

た上でで

きるだけ

早く実施

する。 

 

都道府県・市町

村に対して、消

費税増収分を活

用した事業であ

ることと国の総

合確保方針の内

容等を周知し、

消費税引上げに

理解を得るとと

もに計画の策定

が円滑に進むよ

うにする。 

 

 

 

 

 

 

一般国民や医療

関係者に対し

て、消費税増収

分を活用した事

業であることと

都道府県・市町

村が策定する計

画における区域

ごとの医療及び

介護の総合的な

 

一般国民 

医療関係者 

消費税増収分を活用した事業であ

ることを周知する。また、都道府

県・市町村が総合確保方針に即し

て、かつ、地域の実情に応じ策定す

る計画を公表・周知する。 

都 道 府

県・市町

村のホー

ムページ

等 

 

医療介護

総合確保

推進法案

の 成 立

後、総合

確保方針

の策定を

行った上

でできる

だけ早く
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都 道 府

県・市町

村が計画

を策定し

公表・周

知 を す

る。 

 

確保に関する目

標等を周知し、

消費税引上げと

事業の意義等に

理解を得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

17 

【医政局】 

施策・制度名（重点施策）：医療の国際展開                  

担当係：総務課医療国際展開戦略室                      

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 

実施時

期 
広報の成果目標 備考 

日本再興戦略（平

成25年 6月 14日

閣議決定）等に基

づき、 

①相手国の実情

に適した医療機

器・医薬品等の輸

出等の促進と 

②外国人が安心

して医療サービ

スを受けられる

環境整備等に係

る諸施策の着実

な実施を進める

こと 

により、真に相手

国の医療の発展

に寄与する持続

的な事業展開を

産業界とともに

実現することや

日本の良質な医

療の普及を推進

することを目的

とする。 

①海外展開を企画す

る医薬品・医療機器

業界に対して、海外

におけるニーズや規

制に関する情報を提

供する。 

 

 

 

 

②日本に在住する外

国人や訪日する外国

人、また在住外国人

数が多い自治体等の

住民に対して、外国

人患者受入れ環境が

整備された医療機関

に関する情報を伝え

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般国民 

関連事業者 

海外におけるニーズや規制に関する

情報源となりうる他国との間の医

療・保健分野に関する協力覚書に署

名した際にはその概要、英文、和訳

を公表する。同様に保健当局等と協

議を行った際には、その結果概要に

ついて、公表を行う。 

 

 

 

ホー ム

ページ 

署名・

協議の

直後に

公表 

①海外におけるニ

ーズや規制に関す

る情報や他国保健

当局等との協議結

果概要を公表する

ことにより、医薬

品、医療機器業界

の海外展開を後押

し、日本経済の活

性化に貢献する。 

②国内医療機関に

おける外国人患者

受入環境の整備状

況について広報

し、外国人ビジネ

スマンや留学生、

訪日外国人数等の

増加に貢献する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療関係者 

訪日外国人

等 

・関係省庁や外国政府と協力しつつ

外国人患者受入れ医療機関認証制

度（ＪＭＩＰ）の周知を行うとと

もに、認証委託機関が企画するセ

ミナーや施設見学会等の案内を紹

介する。 

 

 

・主要空港、ツーリストインフォメ

ーション、在日大使館及び在住外

国人数が多い自治体等でＪＭＩＰ

等に関するパンフレットの掲示や

リーフレット配布を行う。 

・ＪＭＩＰについて、医療通訳等が

配置されたモデル拠点の整備に係

る予算事業の概要や取組状況につ

いて公表する。 

ホー ム

ページ、

認証 委

託機 関

のセ ミ

ナー や

施設 見

学会等 

パン フ

レット、

リー フ

レット 

 

ホー ム

ページ 

7 月以

降 2 回

程度 

 

 

 

 

 

随時 

 

 

 

 

未定 
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③一般国民に対し

て、医療の国際展開

に関する海外におけ

る国際協力の取組

が、日本の国際的地

位の向上に寄与する

ことを周知する。 

一般国民 ・本年 3 月に厚生労働省ホームペー

ジに新設した医療の国際展開に関

するコーナーをさらに充実する。 

・厚生労働白書に医療の国際展開に

関する取組を掲載する。 

・広報誌（月刊厚生労働）に医療の

国際展開に関する取組を掲載す

る。 

ホー ム

ページ 

 

白書 

 

広報誌 

随時 

 

 

8 月 

 

未定 

③保険制度の移転

や人材育成等医療

の国際展開を通じ

て、世界の医療水

準の向上に貢献し

ていることについ

て広報し一般国民

の理解を得る。 
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【医政局】 

施策・制度名（重点施策）：産科医療補償制度                

担当係：総務課医療安全推進室指導係                    

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

分娩に関連して

発症した重度脳

性麻痺児とその

家族の経済的負

担を速やかに補

償するとともに、

原因分析を行い、

同じような事例

の再発防止に資

する情報を提供

することなどに

より、紛争の防

止・早期解決及び

産科医療の質の

向上を図る。 

平成 27 年 1 月から

補償対象基準の見

直しが行われるこ

とに伴い、見直し後

の内容について、全

国の妊産婦や分娩

医療機関、産科医及

び小児科医等の医

療関係者に周知す

る。 

 

全国の妊産

婦や分娩医

療機関、産科

医及び小児

科医等の医

療関係者 

厚生労働省ホームページ・twitter、

政府広報、広報誌（月刊厚生労働）

などの広報媒体で、制度の見直し内

容について周知を行う。 

ホームペ

ー ジ 、

twitter、

政府広報、

広報誌、新

聞、雑誌等 

1 月以降 平成27年1月の

見直し内容につ

いて、全国の妊

産婦や分娩医療

機関、産科医及

び小児科医等の

医療関係者に周

知する。 

 

産科、小児科などの関係団体を通

じ、制度の見直し内容について、医

療関係者に対して周知を行う。 

 

 

 

 

 

学術集会

等 

1 月以降 

現行の産科医療補

償制度について周

知を徹底する。 

厚生労働省ホームページや産科、小児科

などの関係団体を通じ、現行制度につい

ての周知を徹底する。 

ホームペ

ージ、学術

集会等 

随時 現行制度の周知

を徹底し重点施

策の目的の実現

を図る。 
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【医政局】 

施策・制度名（重点施策）：ジェネリック医薬品の使用促進          

担当係：経済課後発医薬品使用促進専門官                  

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

平成 30 年 3 月末

までに、ジェネリ

ック医薬品の数

量シェアを 60％

以上にする。 

医療関係者について

は、依然、ジェネリ

ック医薬品の品質に

必要以上に不安を感

じている医療関係者

がおり、積極的な使

用がされない大きな

理由の一つとなって

いる。このため、医

療関係者にジェネリ

ック医薬品の品質に

ついての正確な情報

の提供を積極的に行

い不安を解消する。 

 

 

 

 

 

一般国民について

は、依然、ジェネリ

ック医薬品の使用促

進の意義への理解が

不足しているため、

さらなる理解の向上

を進める。 

 

 

医療関係者 医療関係者を対象としたセミナー

を開催し、講演プログラムと来場者

も参加して行うパネルディスカシ

ョンを行うことにより、医療関係者

のジェネリック医薬品の品質につ

いての正確な理解の向上を図ると

ともにジェネリック医薬品の使用

促進に有効な方策を探る。 

 

セミナー 

 

10 月 

2 月 

重点施策の目的

の実現に向け、

まずは、平成 27

年 3 月末の調剤

医療費における

ジェネリック医

薬品の数量シェ

アを50％以上に

する。 

 

（参考）平成 25 年 9

月時点の調剤医

療費におけるジ

ェネリック医薬

品の数量シェア 

47.2% 

医療関係者 医療機関や薬局において、ジェネリ

ック医薬品の使用促進に有効な方

策を調査し、都道府県を通じ情報提

供を行い、さらなる使用促進を図

る。 

報告書の

配布、ホ

ームペー

ジ 

3 月 

医療関係者 

一般国民 

 

 

 

ジェネリック医薬品の品質につい

ての正確な情報やジェネリック医

薬品の使用促進の意義について、広

告会社を活用した広報を行う。 

 

雑誌、ポ

スター等 

 

 

10 月 ～ 

1 月 

一般国民 

 

 

一般国民向けのリーフレットを作

成し、都道府県等を通じ配布する。 

リーフレ

ット 

 

1 月 

 

 

一般国民 

 

 

 

広報誌（月刊厚生労働）、政府広報、

フリーペーパーなどの雑誌等を通

じて、ジェネリック医薬品の品質に

ついての正確な情報や使用促進の

意義についてわかりやすく説明す

る。 

広報誌、

雑誌、メ

ディア等 

 

未定 
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国だけではなく都道

府県協議会を通じて

都道府県レベルでの

使用促進の取組も行

う。 

都道府県協 

議会で決定 

都道府県で行っている「後発医薬品

安心使用促進協議会」において、 

都道府県レベルのジェネリック医

薬品の使用促進を行う。 

 

都道府県

協議会で 

決定 

都道府県

協議会で 

決定 
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【健康局】 

施策・制度名（重点施策）：肝炎総合対策の推進 

担当係：疾病対策課肝炎対策推進室肝炎対策指導係 

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

肝炎は、感染者が

三百万人以上い

ると推定される

国内最大級の感

染症であり、肝硬

変・肝がんへと重

症化する疾患で

あることから、肝

炎の克服に向け

て肝炎対策を総

合的に推進する。 

肝炎に関する正しい

知識がまだ十分に国

民に浸透していない

ことから、肝炎に関

する広報をより一層

推進し、肝炎の感染

予防、早期発見・早

期治療の促進を図

る。 

一般国民（特

に若年層を

想定） 

マスメディアやウェブを

活用した効果的な広報戦

略を実施する。 

 

テレビ、ラジ

オ、新聞、雑

誌等のマスメ

ディアやウェ

ブ等 

通年 国民及び参加企業

への調査を行うと

ともに、WEB サイト

へのアクセス件数

等を分析し、広報の

評価、課題の把握及

び効果検証を実施

する。（平成 24年度

ア ク セ ス 件 数 は

22,301 件（24 年 7

月～平成25年3月） 

 

自治体が実施する

肝炎ウイルス検査

の受検者数及び肝

炎医療費助成の受

給者数を増加させ

る。 

具体的な実施内

容は、今後、広告

代理店から企画

書を募集し、その

評価を行って決

定する。（今年２

～３月頃） 

一般国民（特

に若年層を

想定） 

日本肝炎デー等における

普及啓発イベントを実施

する。 

イベント等 日本肝炎デ

ー（7 月 28

日）等を予

定 

一般国民 

（特に若年

層を想定） 

肝炎に関心のある著名人

を活用した情報発信を実

施する。 

ウェブ等 

 

通年 

一般国民 

（特に企業

の従業員等

を想定） 

肝炎対策に関心のある企

業や社員等に対する肝炎

対策に積極的に取り組む

企業との連携を通じた肝

炎対策を実施する。 

意見交換会等 

 

通年 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

23 

【健康局】 

施策・制度名（重点施策）：臓器提供意思表示の促進             

担当係：健康局移植医療対策室臓器移植係                  

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

国民の臓器移植

に関する理解を

深めるとともに、

臓器提供に関す

る意思表示を促

進する。 

平成22年7月の改正

臓器移植法施行後、

脳死下臓器提供件数

は徐々に増加してき

ているが、家族承諾

による提供が多く、

本人の意思表示によ

る臓器提供は増加し

ていない。 

 

 

一般国民 10 月の臓器移植普及推進月間や

10/16 の「グリーンリボン DAY」に

合わせ、日本臓器移植ネットワーク

と協力し、臓器移植に関する知識や

制度についての一般的な情報を周

知する。 

・「臓器移植推進国民大会」の開催 

・政府広報（新聞広告、インターネ

ット等）の活用 

・地下鉄の駅などのスペースを活用

した PR 広告の掲出 

・中学生向け(※)のパンフレットの

作成 

※臓器提供の意思表示が可能とな

る年齢が 15 歳からであるため、中

学3年生を対象とした普及啓発パン

フレットを作成している。 

イベント 

 

ホームペ

ージ 

 

マスコミ 

 

リーフレ

ット 

6 月以降 日本臓器移植ネ

ットワーク臓器

提供意思登録シ

ステム現登録者

数の増加（平成

24 年度登録者

数：60,719 名） 

 

一般国民 日本臓器移植ネットワークにおい

て、ACジャパンを利用した広報活動

や、一般国民向け説明用リーフレッ

トやポスターの作成・配布を行うほ

か、運転免許証の裏面に意思表示欄

が設けられていることから、教習所

やタクシー会社と協力した広報活

動の実施、健康保険証の裏面に意思

表示欄が設けられていることから、

調剤薬局と協力した普及啓発活動

などを実施する。 

リーフレ

ット 

 

ポスター 

 

TV 

 

新聞 

 

ステッカ

ー 

通年 
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【健康局】 

施策・制度名（重点施策）： スマート・ライフ・プロジェクト（ＳＬＰ）  

担当係： 健康局がん対策・健康増進課健康指導係  

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

健康日本２１（第

二次）の基本的な

方向である「健康

寿命の延伸と健

康格差の縮小」を

実現する。 

SLP 参画数は、順調

に増加しているが、

自治体の参画数が少

ない傾向にある。 

 

 

SLP の認知度が、都

心部に比べて、地方

では低い傾向にあ

る。 

一般国民 毎年５月 31 日に、世界禁煙デー記

念イベントを開催し、たばこの煙に

よる健康影響を啓発し、たばこの煙

のない暮らしを普及する。 

 

イ ベ ン

ト、ホー

ムページ 

５ 月 31

日 

記念イベントの

開催により、一

般来場者への観

覧勧奨及びマス

コミ（新聞、ネ

ットニュース

等）への露出を

訴求する。 

 

一般国民 毎年５月 31 日から１週間を、禁煙

週間と定め、たばこの煙による健康

影響を啓発し、たばこの煙のない暮

らしを普及する。 

 

ポ ス タ

ー、ホー

ムページ 

５ 月 31

日～６月

６日 

一般国民 健康増進普及月間において、ポスタ

ーを作成し、都道府県等を通じて配

布を行う。 

ポスター ９月 都道府県等が実

施する健康増進

事業の実績を横

展開する。 

 

SLP 参画企業

等 

「健康寿命をのばそう！アワード」

表彰式を行い、生活習慣病予防・重

症化予防の優れた取組を表彰し、好

事例として全国へ普及する。 

イ ベ ン

ト、冊子 

11 月 上

旬 

表彰制度への応

募勧奨を行い、

150 団体からの

応募数を目安と

する。 
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【医 薬 食 品 局】 

施策・制度名（重点施策）：医薬品等の適正使用、安全対策等  

担当係：総務課、安全対策課、監視指導・麻薬対策課  

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

国民、医療関係者

等へ制度の周知、

注意啓発を行う

ことで、医薬品の

適正使用や有効

性・安全性を確保

する。 

 

医薬品の適正使用及

び無承認無許可医薬

品等の危険性につい

て国民、医療機関関

係者に十分理解され

ていない。 

 

 

医薬品等の適正使用

に関する国民、医療

関係者等への制度の

周知、理解の促進を

図る。 

 

無承認無許可医薬品

等に関する情報を一

元的に収集して、消

費者等への注意啓発

を徹底する。 

 

地方自治体 

＜意見交換の機会の積極的な設定＞ 

① 地方自治体を対象とした会議の

場を通じ、医薬品等の適正使用

推進、献血推進等の医薬食品局

の所管する各事業について、情

報提供する。 

 

② 地方自治体を対象とした会議の

場を通じ、医薬品等の適正使用

推進、献血推進等の医薬食品局

の所管する各事業について、地

方自治体からの意見・要望を把

握する。 

 

③ 一般用医薬品のインターネット

販売等の新たな制度について、

情報提供及び地方自治体からの

意見・要望の把握を行う。 

 

 

会議 

 

 

 

 

 

会議 

 

 

 

 

 

 

会議 

 

 

６月、２

月 

 

 

 

 

６月、２

月 

 

 

 

 

 

６月、２

月 

 

① 行政モニタ 

ーに対して

アンケート

を実施し、

医薬品の正

しい使い方

など医薬品

の適正使用

や有効性・

安全性確保

のための基

本的事項を

知っている

方の割合を

前年度以上

とする。（平

成 25 年度

92%） 

 

② 医薬品医療

機器総合機

構の「医薬

品医療機器

情報提供ホ

ー ム ペ ー

ジ」のアク

セス数を前

年度以上と

 

 

一般国民 

医療関係者 

 

＜医薬品等の安全対策＞  

公開の審議会で、副作用報告数を報

告するとともに、当該資料をホーム

ページで公開する。 

 

 

 

 

 

ホームペ

ージ 

 

随時 
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一般国民 

医療関係者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜無承認無許可医薬品等への対策＞ 

個人輸入される無承認無許可医薬

品や違法ドラッグ等による健康被

害の情報などを収集するために、平

成 24 年度から実施しているホット

ライン（コールセンター）及びこれ

らの情報を広報啓発ＨＰへ掲載す

る業務をとおして、消費者等に対す

る注意啓発を行う。また、ポスター、

リーフレットの啓発資材を作成し、

関係機関へ配布することを通して

も注意啓発を行う。 

 

ホットラ

イン及び

ホームペ

ージ 

 

 

 

ポスター

及びリー

フレット 

 

 

随時 

 

 

 

 

 

 

10、11 月 

 

 

 

する。（平成

24 年度実績

994 百万回） 

 

③ 厚生労働省

ホームペー

ジ上の医薬

品等の適正

使用に係る

ページ（お

くすり e 情

報）のアク

セス数を前

年度以上と

する。（平成

24年度実績

21,195 回） 

 

一般国民 

＜医薬品等の適正使用推進＞  

① くすりと健康の週間について、

ホームページや政府広報等の広

報機関等を活用した啓発宣伝を

行う。 

 

② 厚生労働省ホームページに医薬

品等の適正使用に係る制度につ

いて掲載する（分かりやすいペ

ージとするように改善する）。 

 

③ 適正使用に係る分かりやすいパ

ンフレットを作成、配布する（関

係団体、子ども霞ヶ関見学デー

等のイベントなど）。 

 

④ 広報誌（月刊厚生労働）を通じ

て、一般国民に医薬品の適正使

用についてわかりやすく解説す

る。 

 

ホームペ

ージ等 

 

 

 

ホームペ

ージ 

 

 

 

パンフレ

ット及び

リーフレ

ット 

 

広報誌 

 

 

 

 

10 月 

 

 

 

 

随時 

 

 

 

 

８月～10

月 

 

 

 

時期未定 
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⑤ 政府広報を通じて、一般国民に

一般用医薬品のインターネット

販売に係る新たな制度について

わかりやすく周知するととも

に、インターネット上における

偽造医薬品について注意を促

す。 

 

 

ラジオ、

インター

ネット、

広報誌等 

 

 

５月～６

月 

 

 

医療関係者 

＜医薬品等の安全対策＞  

① 日本医師会及び日本歯科医師会

の会員、薬剤師会、関連学会、

都道府県等に対し、医薬品・医

療機器等安全性情報報告制度啓

発ポスターを配布し周知を図

る。 

 

② 「医薬品・医療機器等安全性情

報」を発行し、医療関係者等に

副作用情報を提供するととも

に、医薬品・医療機器等安全性

情報報告制度の周知を図る。 

 

③ 医薬品医療機器総合機構のホー

ムページで、医薬品・医療機器

等安全性情報報告制度の概要な

どを説明し、医療関係者の理解

を図る。 

 

 

ポスター 

 

 

 

 

 

 

冊子 

ホームペ

ージ 

 

 

 

ホームペ

ージ 

 

 

 

 

 

11 月 

 

 

 

 

 

 

随時 

 

 

 

 

 

随時 
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職員 

 

 

 

 

＜情報提供のための手法と技術の向上＞ 

① 局内の職員が、広報力向上に関

する研修を受講し、職員の技能

向上に努める。 

 

② 医薬品医療機器総合機構の広報

担当者も広報に関する研修を受

講し、技術向上に努める。 

 

 

研修 

 

 

 

研修 

 

 

随時 

 

 

 

随時 
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【医 薬 食 品 局】 

施策・制度名（重点施策）：献血の推進  

担当係： 医薬食品局血液対策課献血推進係  

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

献血の推進 将来の献血基盤とな

る若年層に、いかに

献血の知識等を浸透

させることができる

か。 

 

 

若年層を中心に献血

の正しい知識や必要

性について普及啓発

を行い、献血に対す

る理解を促進する。 

 

地方自治体、 

ボランティ

ア組織 

 

 

 

＜意見交換の機会の積極的な設定＞ 

血液関係ブロック会議や献血推進

運動中央連絡協議会において、学生

献血推進ボランティアの方も交え

た形で地方自治体等と意見交換を

行う。 

 

 

会議 

 

5～6月 

10 月 

① 模擬献血に

参加した人

へのアンケ

ートにより

評価。参加し

た子が、大き

くなったら

本当の献血

をしてみた

いと思う割

合を 60％以

上とする。 

  （平成 25 年 

度実績 58%） 

 

② テキストを

配布した高

校の教師へ

のアンケー

トにより評

価。献血への

関心が高ま

った高校の

割合を 30％

以上とする。

(平成 25 年

度 実 績

 

 

一般国民 

<国民のニーズ、情報を共有する仕組み> 

①「はたちの献血」キャンペーンを

通じて、報道機関の理解を促す。 

 

②毎年度策定する「献血の推進に関

する計画」に対し、パブリックコ

メントを募集する。 

 

 

ホームペ

ージ、テ

レビやラ

ジオＣＭ

（日赤） 

 

1 月 

 

 

1～2 月 

 

一般国民 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜わかりやすい情報提＞ 

① 政府広報や「月刊 厚生労働」

を活用し、国民に周知を図る。 

 

② 子ども霞が関デーにおいて、模

擬献血を通じて、献血に触れ合

う機会を提供する。 

 

③ 高校生向けテキスト「献血ＨＯ

Ｐ ＳＴＥＰ ＪＵＭＰ」を作

成し、全国の高校２年生向けに

配布を行う。 

 

ホームペ

ージ、リ

ーフレッ

ト 

 

7 月 

1～2 月 

 

8 月 

 

 

 

3 月 
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関係者 

＜情報提供のための手法と技術の向上＞ 

平成25年度の厚生労働科学研究事

業の研究成果である、献血に関して

の各世代毎での効果的な広報手法

等について、関係者に情報提供し、

献血に関する広報への活用を図る。 

 

事業報告

書 

 27.4%) 
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【医 薬 食 品 局】 

施策・制度名（重点施策）： 医療上必要な医薬品・医療機器の迅速な承認に向けた取組   

担当係： 医薬食品局審査管理課、医療機器審査管理室  

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

医療上必要な医

薬品・医療機器を

迅速に承認する。 

国民、医療関係者及

び製造販売業者等に

審査迅速化に向けた

取り組みが周知され

ていない。 

 

 

国民、医療関係者及

び製造販売業者等へ

の周知、理解の促進

を図る。 

一般国民、医

療関係者及

び製造販売

業者 

「医療上の必要性の高い未承認

薬・適応外薬検討会議」の要望募集

において、関係学会、患者団体等か

ら寄せられた要望や、その検討結果

等について速やかに公開する。 

 

ホームペ

ージ 

 

 

 

 

随時 

 

 

 

 

 

関係者の理解の

向上を図る 

 

「医療ニーズの高い医療機器等の

早期導入に関する検討会」の要望募

集において、関係学会等から寄せら

れた要望や、その検討結果等につい

て速やかに公開する。 

 

ホームペ

ージ 

 

 

 

 

随時 

 

 

 

 

 

独立行政法人医薬品医療機器総合

機構ホームページで、新医薬品・医

療機器の審査報告書・資料概要、総

審査期間のデータ等を公開する。 

 

 

 

 

ホームペ

ージ 

随時 

 

  



    

32 

【医 薬 食 品 局】 

施策・制度名（重点施策）： 医薬品等副作用救済制度  

担当係： 総務課医薬品副作用被害対策室   

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

医薬品等を適正

に使用したにも

かかわらず、副作

用による健康被

害に遭われた方

を対して迅速な

救済を図る。 

国民や薬剤師を除く

医療関係者の救済制

度に関する認知度が

低い。 

 

 

国民、医療関係者等

への制度の周知、理

解の促進。 

一般国民、医

療関係者等 

医薬品医療機器総合機構による広

報（ホームページへの掲載、医療機

関等での制度説明、テレビ・新聞・

雑誌等の活用）の実施。 

 

ホームペ

ージ等 

 

 

 

随時 

 

 

 

 

救済制度につい

て医療関係者の

理解を深め、国

民が健康被害を

受けた「イザと

いうとき」に医

師や薬剤師に相

談することで確

実な制度の利用

に結びつける。 

 

薬と健康の週間（10/17～23）で配

布するリーフレットに救済制度に

関する記述を掲載。 

 

リーフレ

ット 

 

10 月 

 

医療関係者に対し、安全性情報報告

制度啓発ポスターを配布する際に、

救済制度のリーフレットを同封し

配布。 

リーフレ

ット 

 

27 年 ３

月 

 

中学３年生に配布する教材に救済

制度に関する記述を掲載。 

パンフレ

ット 

27 年 ３

月 
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【医 薬 食 品 局】 

施策・制度名（重点施策）：特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるＣ型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法に基づく給付金の支給 

担当係： 総務課医薬品副作用被害対策室   

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

「特定フィブリ

ノゲン製剤及び

特定血液凝固第

Ⅸ因子製剤によ

るＣ型肝炎感染

被害者を救済す

るための給付金

の支給に関する

特別措置法」に基

づく給付金の支

給 

平成 24 年９月に、給

付金の請求期限の延

長（法施行後５年

（H25.1.15）を法施 

行後 10 年

（H30.1.15））などの

法改正が行われた。 

 

 

給付金支給の仕組み

等について、国民・

医療関係者等への周

知の促進。 

一般国民 

医療関係者 

厚生労働省及び医薬品医療機器総

合機構のホームページに給付金支

給の仕組み等を掲載。 

ホームペ

ージ 

常時 

 

「特定フィブリ

ノゲン製剤及び

特定血液凝固第

Ⅸ因子製剤によ

るＣ型肝炎感染

被害者を救済す

るための給付金

の支給に関する

特別措置法」の

対象となり得る

人に請求手続等

を知っていただ

く。 

 

厚生労働省及び医薬品医療機器総

合機構に電話相談窓口を設置し質

問等に応対。 

電話窓口 常時 
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【医薬食品局食品安全部】 

施策・制度名（重点施策）：食品安全に関する施策                       

担当係：医薬食品局食品安全部企画情報課調整係               

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

科学的知見に基

づいて食品の安

全を確保し、国民

の健康と豊かな

食生活に資する。 

○食品による危害の

予防のため、消費

者・事業者等の協

力が必要。 

 

○科学的な知見に基

づく適正な安全対

策を行うととも

に、国民の安心感

を高めるために

は、消費者・事業

者等の理解の向上

が必要。 

 

 

 

一般国民（消

費者等）、 

事業者等 

１ 意見交換の機会の積極的な設

定 

ア 食品の安全確保に関する国民

の理解を深めるとともに、意見・

要望を把握するために意見交換

会を開催する。 

①食品中の放射性物質対策 

②輸入食品の安全確保対策 

 ③その他のテーマ 

 

イ 関係府省、地方自治体等が開催

する食品安全に関する意見交換

会に、職員を講師として派遣す

る。 

意見交換

会 

ア 

①地方自

治体等の

要望を踏

まえ随時 

②１月 

③随時 

 

イ 随時 

意見交換会参加

者に対してアン

ケートを実施

し、内容を理解

した方の割合を

70％以上とす

る。 

 

○消費者の食品安全

への理解を深める

とともに、事業者

等に食品安全に関

する規制等を周知

し、食品を通じた

危害の発生を防

ぐ。 

 

○食品安全に関する

施策についての透

明性を向上すると

２ 国民のニーズ、情報を共有する

仕組み 

①意見交換会でのアンケートや、食

安全モニター報告、電話などで寄

せられたご意見等により、国民の

食品安全に関する意見・要望を把

握する。 

アンケー

ト、電話

等 

随時 

－ 

３ 国民への迅速でわかりやすい

情報提供 

①大規模な食中毒事件など、国民が

不安に感じる事件が発生した際

には、迅速に適切な情報提供を行

ホームペ

ージ、プ

レスリリ

ース、リ

ーフレッ

随時 

（③につ

いては、

特 に ６

月、11 月

 

 

 

－ 
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ともに、国民の意

見を反映する機会

を設け、食品安全

行政への信頼を高

める。 

う 

②食品に関する制度の変更などが

あった際には、消費者の立場に立

って、分かりやすく情報提供を行

う 

③食中毒の予防など、食品の安全確

保のために消費者が行うべき対

策について、分かりやすく情報提

供を行う 

④食品安全の確保のために国や自

治体が行っている対策などにつ

いて、分かりやすく情報提供を行

う 

⑤食品中の放射性物質の検査結果

や対策について、情報提供する。 

ト、政府

広報等 

など食中

毒の発生

が増加す

る時期に

重点的に

実施） 

事業者等 ４ 事業者等への情報提供 

①食品に関する制度の変更や、規

格・基準の設定等を行った際に、

分かりやすく周知する 

②食中毒の予防など、食品安全の確

保のために広く事業者の協力を

要する事項については、周知・注

意喚起を行う 

ホームペ

ージ、プ

レスリリ

ース、リ

ーフレッ

ト、政府

広報等 

随時 －  

地方自治体

職員 

５ 情報提供を行う関係者の育成 

①地方自治体においても、国民に周

知する必要があるため、地方自治

体職員を対象とした講習会等を

開催し、自治体担当者の理解を深

める。 

講習会 随時 講習会参加者に

アンケートを実

施し、内容を理 

解した方の割合

を80％以上とす

る。 

 

海外向け ６ 海外向けの情報提供 

①食品に関する制度の変更、規格・

基準の設定等を行った際や健康

危害情報があった場合に、すみや

かに情報提供を行う。 

ホームペ

ージ、大

使館等 

随時 ホームページへ

のアクセス数を

前年度比 1.1 倍

となるようにす

る。 
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②食品中の放射性物質の検査結果

等について、情報提供を行う。 

－ ７ 情報提供のための手法と技術

の向上 

①厚生労働科学研究等により、より

効果的な周知の方法等について

研究を行う。 

－ 年度内   
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【労働基準局】 

施策・制度名（重点施策）：テレワークの普及促進             

担当係：労働条件政策課企画係                      

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

適正な労働条件

下でのテレワー

クの普及促進 

テレワークは、自宅

などの私的な空間で

仕事に従事すること

から、労務管理上の

ルールを周知する必

要がある。 

テレワーク

を導入又は

導入しよう

とする企業

の人事担当

者等 

セミナーの開催により、テレワーク

実施時の労務管理の注意点等の周

知、テレワーク導入企業の紹介等を

行う。 

セ ミ ナ

ー、ホー

ム ペ ー

ジ、人事

労務メー

ルマガジ

ン 

随時 セミナー時のア

ンケートにおい

て「在宅勤務ガ

イドラインの内

容を理解した」

との回答を５割

以上とする。 

 

※平成 24 年通信

利用動向調査（総

務省）によればテ

レワーク導入企

業率は 11.5％で

あることから、セ

ミナー参加者の

半数以上を目標

とした。 
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【労働基準局】 

施策・制度名（重点施策）： 労働契約法改正法の周知           

担当係： 労働条件政策課政策係                     

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

労働契約法改正

法の周知 

労働者の申込みによ

り無期労働契約に転

換させる仕組み（無

期転換ルール）の導

入等を柱とする労働

契約改正法が平成

25 年４月１日から

施行されていること

から、改正法の内容

について周知を行

う。 

 

「無期転換ルール」

は本邦初のルールで

あることから、その

円滑な施行を図るた

めにはルールの内容

を労使に十分浸透さ

せる必要がある。 

 

 

労使関係者 無期転換の好事例集の作成、社内制

度化に向けた取組モデルの普及 

パンフレ

ット、セ

ミナー、

ホームペ

ージ 

４月以降 厚生労働行政モ

ニターに対して

アンケートを実

施して、この一

年間で改正内容

を把握したとの

回答を70％以上

の回答者から得

る。 

 

労使関係者 

一般国民 

労働契約改正法の内容についての

周知・啓発 

セ ミ ナ

ー、ホー

ムページ 

随時 
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【 職業安定局 】 

施策・制度名（重点施策）： 雇用保険制度の見直し  

担当課室・係： 雇用保険課   ／ 公共職業安定所運営企画室 広報係   

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

 育児休業給付

の拡充による育

児休業の取得促

進、教育訓練給付

の拡充等による

非正規雇用労働

者等の中長期的

なキャリア形成

支援等を推進す

る。 

 

育児休業給付の充

実や教育訓練給付の

拡充等を柱とする改

正雇用保険法案が成

立した場合、平成 26

年４月１日及び 10

月１日から施行され

る予定。 

 支援を必要とする

人々に、改正内容を

十分に周知・浸透さ

せ、制度の活用を促

進する。 

・一般国民

（育児予定

の労働者、非

正規労働者

である若者

等） 

 

 

 

・改正内容について、分かりやすく

ホームページに掲載する 

・改正内容も含めて、雇用保険制度

に関するＱ＆Ａをホームページに

掲載する 

ホームペ

ージ 

４月～ ・施策の認知度

について、オン

ラインアンケー

トを実施し、下

半期が上半期を

上回ること 

 

 

・改正内容の概要を記載したリーフ

レットを作成し、都道府県労働局や

ハローワークを通じて、配付する 

リーフレ

ット 

４月～ 

・改正内容も含めた各種給付の内容

や手続きについて、リーフレットを

作成し、都道府県労働局やハローワ

ークを通じて、配付する 

リーフレ

ット 

８月 

・政府広報を活用し、改正内容を広

く周知する 

政府広報 ４月 

・厚労省ツイッターを活用して、改

正内容を広く周知する 

ツイッタ

ー 

４月 

・事業主 ・人事労務マガジンを活用して、広

く企業の人事担当者に周知する 

メルマガ ４月 
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【 職業安定局 】 

施策・制度名（重点施策）： 労働移動支援助成金の抜本的拡充  

担当課室・係： 雇用開発課 雇用管理係  ／ 公共職業安定所運営企画室 広報係   

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

個人が円滑に

転職等を行い、能

力を発揮し、経済

成長の担い手と

して活躍できる

よう、労働移動の

一層の促進を図

る 

 労働者の再就職を

支援する事業主に対

し助成する労働移動

支援助成金につい

て、対象企業の拡大、

支給時期の２段階化

など、抜本的に拡充

する予定。 

このため、事業主

や職業紹介事業者等

に、拡充内容を十分

に周知・浸透させ、

制度の活用を促進す

る。 

・事業主 

・職業紹介事

業者 

・拡充内容について、分かりやすく

ホームページに掲載する 

ホームペ

ージ 

26 年 ３

月～ 

・企業の人事担

当者等に対し、

施策の認知度に

ついてオンライ

ンアンケートを

実施し、下半期

が上半期を上回

ること 

 

 

 

・拡充内容について、リーフレット

やポスターを作成し、都道府県労働

局やハローワーク、公益財団法人産

業雇用安定センター等を通じて、特

に再就職援助計画を提出した事業

主や求人提出事業主など助成金の

活用が見込まれる事業主を対象に、

重点的に、周知する 

リーフレ

ット・ポ

スター 

26 年 ３

月～ 

・広報誌「厚生労働」（月刊）を通

じて、分かりやすく解説する 

広報誌 27 年 ３

月 

・人事労務マガジンを活用して、広

く企業の人事担当者に周知する 

メルマガ 随時 
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【職業能力開発局】 

施策・制度名（重点施策）：中長期的なキャリア形成支援措置の対象とする教育訓練  

担当係： 育成支援課 教育訓練講座係                      

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

非正規雇用労働

者である若者等

がキャリアアッ

プ・キャリアチェ

ンジし安定的に

働くことができ

るよう、教育訓練

給付（受講費用の

２割を支給、給付

上限 10 万円）を

拡充し、中長期的

なキャリア形成

に 資 す る 専 門

的・実践的な職業

能力の習得を支

援する。 

 

対象とする教育訓練

の指定基準の策定後

（４月予定）、教育訓

練施設等に対し周知

を行うとともに、指

定された教育訓練

（８月末以降指定予

定）を一般国民に対

して広報し、利用促

進を図る。 

教育訓練施

設・一般国民 

中長期的なキャリア形成支援措置

の対象とする教育訓練の指定基準

及び指定に係る手続き等の周知を

図る。 

リーフレ

ット等、 

ホームペ

ージ 

５月以降 現行の教育訓練

給付のホームペ

ージのアクセス

数（平成 24 年

度：667,135 件）

を上回るホーム

ページのアクセ

ス数。 

 

一般国民 厚生労働省大臣に指定された中長

期的なキャリア形成支援措置の対

象となる教育訓練の情報について

周知を図る。 

 

①ホーム

ページ 

②資格等

情報誌 

８月以降 

求職者 求職者向けに中長期的なキャリア

形成支援措置の対象となる教育訓

練の情報の周知を図る。 

求人情報

誌 

８月以降 

再就職希望

女性 

再就職希望女性向けに中長期的な

キャリア形成支援措置の対象とな

る教育訓練の情報の周知を図る。 

生活情報

誌 

８月以降 
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【職業能力開発局】 

施策・制度名（重点施策）：事業主目線に立った人材育成           

担当係：総務係                              

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

事業主向け人材

育成支援策（①キ

ャリア形成促進

助成金、②キャリ

アアップ助成金、

③在職者訓練、④

認定職業訓練、⑤

職業能力開発サ

ービスセンター）

の利用促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中小企業向けの財

政支援やキャリア支

援に係る助言を無料

で受けられる窓口の

設置、ポリテクセン

ター等におけるもの

づくり分野のオーダ

ーメイドによる在職

者向け訓練などの

様々な取り組みを行

っているが、いまだ

企業の方々に十分浸

透していない。 

こうしたことを踏

まえ、事業主目線に

立った人材育成支援

策の積極的なＰＲや

利用促進を働きかけ

る。 

 

事業主、一般

国民 

職業能力開発促進月間（11 月） 

・同月間に係る報道発表を行い、月

間の意義等を周知するとともに、都

道府県等で開催する行事等を周知

する。 

・同月間に合わせて、「広報誌厚生

労働 11 月号」に「職人」にスポッ

トを当てた特集を掲載し、「キャリ

ア形成」の重要性を訴える。 

・経済団体に対して、人材育成支援

メニューの活用などを傘下団体・企

業にＰＲしてもらうよう要請する。 

 

記者発表

資料、ホ

ームペー

ジ、メー

ルマガジ

ン、広報

誌 

１１月 

 

各種事業主向け

人材育成支援策

の利用率の向上

により、人材育

成に「問題があ

る」とする事業

所割合を減少さ

せる。 

 

24 年能力開発基

本調査によると、

人材育成に「問題

がある」とする事

業 所 割 合 は

68.7％に達する。 

事業主 

 

経済団体等が発行する広報誌に、人

材育成支援策等の掲載を依頼し、傘

下団体・企業に周知する。 

 

経済団体

等の広報

誌等 

随時 

事業主向け人材育成支援策リーフ

レットを作成（更新）し、ハローワ

ーク窓口等を通じて配布する。 

リーフレ

ット 

 

10 月頃 
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事業主・事業

主団体 

キャリア形成促進助成金制度につ

いて、事業主・事業主団体に対して、

拡充内容を含む制度全般について

周知し、利用促進を図る。 

パンフレ

ット、ホ

ームペー

ジ等 

４月以降 キャリア形成促

進助成金の支給

決定件数につい

て、前年度を上

回る。 

（ 24 年 度 は

20,339 件） 

 

事業主 キャリアアップ助成金について、事

業主向けのパンフレット等を作成

し、出先機関、委託事業の受託者 

等への配布を通じて周知を図る。 

 

パンフレ

ット等 

４月以降 事業主がキャリ

アアップ助成金

を利用した件数

が前年度を上回

る。 

（参考：職業訓

練計画認定件数

25 年 12 月末現

在 6,301 件） 

助成額の引き上

げ等を行う予定

であるため、それ

らの内容を踏ま

えたキャリアア

ップ助成金全体

（人材育成コー

スに限定しない）

のパンフレット

等を作成し、周知

を図る予定。 

事業主 厚生労働省ホームページの在職者

訓練概要ページに好事例の掲載や

他ページとのリンクの整備等を実

施する。 

ホームペ

ージ 

４月以降 訓練受講者数の

前年からの向

上。 

（ 24 年 度 は

103,001 人） 
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建設業に従

事する労働

者及び事業

主 

 

 

 

 

建設人材不足に対応するため、ホー

ムページ等を活用して建設関係の

認定職業訓練の周知を図る。 

 

 

 

 

ホームペ

ージ等 

４月以降 

 

 

 

 

 

 

 

建設分野の認定

職業訓練の訓練

生数について、

前年度数を上回

る。 

（ 24 年 度 は

25,579 人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業主 

 

 

 

 

職業能力開発サービスセンターの

利用促進に向け、ホームページ等を

活用して周知広報を行う。 

 

ホームペ

ージ等 

 

 

 

 

 

 

１１月 職業能力開発サ

ービスセンター

における相談件

数について、前

年度を上回る。

（ 24 年 度 は

216,812 件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

45 

【職業能力開発局】 

施策・制度名（重点施策）：ものづくり分野の人材確保・育成支援 

担当係：能力評価課企画係                      

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

広く若者にもの

づくり産業・技能

の魅力を発信し、

技能分野への誘

導を図るととも

に、職業に必要な

技能及びこれに

関する知識を習

得することによ

って、労働者の能

力開発・向上、又

地位の向上を図

ることを目的と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「若年技能者人材

育成支援等事業（も

のづくりマイスター

制度）」については、

平成 25 年度から開

始したこともあり、

企業や学校、また国

民一般に充分に認知

されているとは言え

ない状況であること

から、本事業の認知

度を上げ、利用を促

進する。 

 また、ものづくり

マイスターを活用し

た、「目指せマイスタ

ープロジェクト（仮

称）」の推進を図る。 

国民一般、学

校関係者、 

事業主及び

業界団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ものづくりマイスター制度の普

及に係る広報用資料の作成・配布 

②ものづくりマイスターによる実

技指導の有効活用に資するための

シンポジウムの開催【新規】 

③ものづくりマイスターの活用に

係る好事例集の作成・配布【新規】 

④上記①③のパンフレット等を各

都道府県、業界団体等へ配布すると

ともに、広報誌等への掲載を依頼。

【一部新規】 

⑤地域における広報活動を含む技

能振興に係る取組を支援。 

 

⑥厚生労働省ホームページの改修 

⑦厚生労働省人事労務メールマガ

ジンを活用した制度周知 

①パンフ

レット等 

②シンポ

ジウムの

開催 

③冊子 

④各都道

府県等の

広報誌等 

⑤ものづ

くり体験

教室等 

 

 

⑥ホーム

ページ 

⑦メール

マガジン 

 

年度中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 

 

 

 

 

 

ものづくりマイ

スターの活動数

について、前年

度実績を上回

る。 

（25年度は

46,010 人日（速

報値）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「認定職業訓練」

については、建設人

材不足に対応するた

め、建設関係の認定

職業訓練の周知を図

り、人材育成を促進

する。 

 

建設業に従

事する労働

者及び事業

主 

建設人材不足に対応するため、建設

関係の認定職業訓練について、周知

を図る。 

ホームペ

ージ 

４月以降 建設分野の認定

職業訓練の訓練

生数について、

前年度数を上回

る。 

（ 24 年 度 は

25,579 人） 
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③「在職者訓練（も

のづくり分野）」につ

いては、どのような

訓練があり、その訓

練を受講した場合、

どのような成果が上

がるのか、という点

について周知する。 

 

 

事業主、国民

一般 

厚生労働省ホームページの在職者

訓練概要ページに好事例の掲載や

他ページとのリンクの整備等を実

施する。 

ホームペ

ージ 

４月以降 訓練受講者数の

前年からの向上 

（ 24 年 度 は

103,001 人） 

 

④「技能検定制度」

については、学生等

のニーズの高い３級

受検者数の増加を図

ることにより、技能

振興及び技能労働者

の地位の向上につな

げる。 

 また、技能検定制

度を活用した、「目指

せマイスタープロジ

ェクト（仮称）」の推

進を図る。 

国民一般 重要な施策の決定等については、パ

ブリックコメント等を実施する。 

ホームペ

ージ 

適宜 技能検定３級受

検者数につい

て、前年度実績

を上回る。 

（ 24 年 度 は

253,067 人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民一般 技能検定実施計画について、技能検

定制度等に係るポータルサイトを

活用して公表する。 

ホームペ

ージ 

２月 

国民一般、学

校関係者、 

事業主及び

業界団体 

学校関係者、業界団体等へ技能検定

試験案内のパンフレットを配布す

るとともに、学校関係者等へ技能検

定試験案内の広報誌等への掲載を

依頼し、国民一般への周知を図る。 

【一部新規】 

パンフレ

ット、学

校関係者

等の広報

誌等 

１月、７

月 

国民一般、 

事業者及び

業界団体 

技能検定制度等に係るポータルサ

イトを活用して、随時内容の刷新等

を図りつつ、若年技能者の人材確

保・育成・定着に関する企業のモデ

ル事例等の情報提供を行う。【新規】 

ホームペ

ージ 

適宜 
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【職業能力開発局】 

施策・制度名（重点施策）： 公共職業訓練・求職者支援訓練  

担当係：能力開発課計画指導係                          

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

 

公共職業訓練は主

に雇用保険受給者

を対象に実施し、

求職者支援訓練は

雇用保険を受給で

きない者を対象に

実施しており、安

定した就職に向け

て能力開発機会を

提供することで、

雇用のセーフティ

ネットとしての役

割を担うことを目

的とする。 

 

ポリテクセンタ

ー・ポリテクカレ

ッジが実施する職

業訓練は、企業や

国民一般に充分に

認知されていると

は言えない状況で

あることから、職

業訓練の有効性を

的確に伝えられる

ようにパンフレッ

トの作成、配布等

を実施し、本事業

の認知度を上げ、

利用を促進する。 

また、求職者支援

訓練では、訓練奨

励金のあり方を見

直すためパンフレ

ットの作成、配布

等を実施する。 

事業主及び

国民一般 

 

ポリテクセンター、ポリテクカレッ

ジが実施する職業訓練を分かりや

すく説明したパンフレットを作成、

配布する。 

 

パンフレ

ット 

 

７月 

 

離職者（施設内）訓練

における前年度から

の定員充足率の向上 

 

（参考） 

平成 24 年度 79.0% 

 

事業主及び

国民一般 

 

車内広告等を活用し、職業訓練の有

効性等を周知する。 

車内広告 １１月 

国民一般 職業訓練の有効性を的確に伝えら

れるように訓練受講前に職業訓練

現場の体験学習を実施する。 

 

また、霞が関子供見学デーにおい

て、ポリテクカレッジによるものづ

くり体験教室を実施する。 

イベント 随時 

 

 

 

８月 

求職者等 

 

 

 

 

職業訓練があまり認知されていな

い若年層が手にとりやすい求人情

報誌等に職業訓練の内容等を掲載

し、利用を促進する。 

 

求人情報

誌等 

 

随時 

 

事業主 求職者支援訓練の訓練実施奨励金

について分かりやすく説明したパ

ンフレットを作成、配布する。 

パンフレ

ット 

６月 
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【職業能力開発局】 

施策・制度名（重点施策）： 若者の人材力の強化（ジョブ・カード制度、地域若者サポートステーション事業）                     

担当係：実習併用職業訓練室 キャリア政策係 、キャリア形成支援室 若年労働者対策係                              

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対

象） 

実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

ジョブ・カードを

活用した①きめ

細やかなキャリ

ア・コンサルティ

ング、②実践的な

職業訓練、③訓練

終了後の職業能

力評価等を通じ、

非正規労働者等

への安定的な雇

用への移行等を

促進 

＜課題＞ 

制度創設以来、約

100 万枚のジョブ・カ

ードが交付される等

制度の活用は進んで

きているが、平成 24

年度能力開発基本調

査ではジョブ・カード

を「内容を含めて知っ

ている」と回答した事

業者が約 16.2％にと

どまる等、国民全般に

十分に認知されてい

るとは言えない状況

にある。 

 

＜役割＞ 

事業所等における

ジョブ・カード等の認

知度を向上させる。 

事業者、及

び求職者等 

政府広報や厚労省の広報誌等を活

用し、ジョブ・カード制度をわかり

やすく説明し、制度の理解を促進す

る。 

 

 

 

 

 

政 府 広

報、月刊

厚 生 労

働、厚生

労働省人

事労務マ

ガジン 

４月以降 事業所等のジョ

ブ・カードに対

する認知度が前

年度を上回るこ

とを目標とす

る。（指標：能力

開発基本調査を

利用。平成 24 年

度調査では認知

度 16.2％）） 

 

ホームペ

ージ 

随時 

事業者団体、業界団体等の広報誌等

に、ジョブ・カード制度についての

記事の掲載や無料広告欄等への掲

載を依頼し、事業者等への周知を図

る。 

事業者団

体、業界

団体等の

広報誌等 

随時 

若者向けの求人情報誌やフリーペ

ーパー等に、ジョブ・カード制度を

わかりやすく説明したものを掲載

し、制度の理解を促進する。 

 

若者向け

求人情報

誌、フリ

ーペーパ

ー等 

随時 

ジョブ・カード制度に関するポスタ

ー、リーフレット等を作成し、関係

行政機関、事業者団体、大学、委託

事業の受託者等へ配布するととも

に、駅等に当該ポスターを掲示して

もらうよう依頼する。 

また、車内広告等を活用し、制度の

周知を図る。 

ポ ス タ

ー、リー

フ レ ッ

ト、車内

広告等 

 

 

4 月以降 
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事業者 11 月の職業能力開発促進月間にお

いて、経団連等に対し、ジョブ・カ

ードの活用について、広報誌への記

事掲載や会議での説明等の実施を

要請し、事業者等への周知を図る。 

 

事業者団

体等の広

報誌等 

11 月 

大学等 11 月の職業能力開発促進月間にお

いて、大学関係団体等を活用し、学

生ジョブ・カードの導入・活用につ

いて大学等への周知を図る。 

 

大学関係

団体等の

広報誌等 

11 月 

 

ニート等の若者

の職業的自立を

支援するため、全

国 160 箇所に「地

域若者サポート

ステーション（サ

ポステ）」を設置

し、一人一人に応

じた専門的な相

談やコミュニケ

ーション訓練、職

場体験等を実施

する。 

サポステについては、

学校との連携が進ん

できたことから、学校

関係者の認知度は高

まったものと考えら

れるが、引き続き周

知・広報を図ることに

より、一人でも多くの

ニート等の若者が職

業的自立が図られる

ようにする。 

 

一 般 国 民

（支援対象

者、保護者、

学 校 関 係

者） 

サポステ事業の趣旨、実施箇所、連

絡先などを記載したポスター及び

リーフレットを作成し、地方公共団

体や労働関係部局、教育機関などの

関係機関に配布する。 

ポ ス タ

ー、パン

フ レ ッ

ト、名刺

サイズの

カード 

６月～ 就職等進路決定

者数 １万６千

人（26 年度） 

 

（平成 24 年度

の就職等進路決

定者数は１万４

７１３人） 

 

サポステ事業を端的に表したキャ

ッチコピーを作成し、新聞広告やイ

ンターネットバナー広告などを活

用して、広く一般に向けて訴求する

（「ニートサポートネット」へリン

クを貼る。） 

インター

ネットバ

ナ ー 広

告、Ｒ25

などの若

者向けフ

リーペー

パー等 

８月～９

月 

サポステや若者支援機関の情報を

掲載するウエブサイト「ニートサポ

ートネット」の充実（アクセス、接

近可能性の向上など） 

ホームペ

ージ 

 

26 年 度

速 や か

に。 
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【雇用均等・児童家庭局】 

施策・制度名（重点施策）：次世代育成支援対策推進法の周知（注：改正法案が成立した場合の内容を一部含む）  

担当係：職業家庭両立課 法規係、育児・介護休業係    

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

次世代育成支援

対策推進法の改

正内容（成立した

場合）及びくるみ

ん認定の周知、く

るみん税制の利

用促進 

次世代育成支援対策

推進法（以下「次世

代法」）の延長・改正

の周知及び次世代法

に基づくくるみん認

定やくるみんマー

ク、くるみん税制に

ついて、企業・労働

者・学生等に広く知

ってもらい、取得率

や利用率を向上させ

ることで、企業にお

ける仕事と家庭の両

立がしやすい環境整

備を進める。 

また、仕事と家庭の

両立のためには男性

の育児参加促進が重

要であり、次世代法

の改正内容（成立し

た場合）やくるみん

認定について、パ

パ・ママ育休プラス

等育児・介護休業法

における男性の育児

休業取得の促進を図

る規定と併せて広く

知ってもらうこと

企業 関係行政機関、使用者団体、労働団

体等に、次世代法の改正内容（成立

した場合）の周知と併せて、くるみ

ん認定及びくるみん税制について

の、ポスター、パンフレット、リー

フレットを配布し、周知の協力依頼

を行う。 

次世代法の改正内容、くるみん認

定、くるみん税制について、厚生労

働省ホームページや両立支援のひ

ろば、イクメンプロジェクトのホー

ムページ等に掲載し、周知する。 

イクメン企業アワードや、企業訪問

などの企業へ接触する機会を通じ、

次世代法の改正内容とともに、くる

みん認定取得のインセンティブ等

の周知を行う。 

雇用保険法改正の周知とあわせて

男性の育児参加の重要性について

周知する。 

 

ポ ス タ

ー、パン

レット、

リーフレ

ット、ホ

ームペー

ジ 

通年 

（改正法

の成立に 

合 わ せ

て） 

「子ども・子育

てビジョン」に

おける政府目標

の平成 26 年度

末までに認定取

得企業数 2,000

企業達成（平成

26年 1月末現在

1,764 社）。 

 

 

次世代法の改正

（成立した場合）

を踏まえ、くるみ

ん認定、くるみん

マーク、くるみん

税制の認知度の

大幅な向上が必

要。 

学生 くるみんマークを掲載した改正次

世代法（成立した場合）のポスター

を大学等に配布し、学生への周知依

頼を行う。 

男子学生に対し、イクメンプロジェ

クトの一環であるイクメンの星出

前講座などを通じ、次世代法の内容

ポ ス タ

ー、リー

フレット 
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で、男性が育児休業

を取得しやすい環境

づくりを進めてい

く。 

とともに、育児参加の重要性につい

ても周知を行う。 

学生、労働者

を始めとす

る一般国民 

次世代法の改正内容（成立した場

合）、くるみん認定、くるみん税制

について、厚生労働省ホームページ

や両立支援のひろば、イクメンプロ

ジェクトのホームページ等に掲載

し、次世代法の取組について周知す

る。 

ホームペ

ージ 

くるみんマークを掲載したバナー

を作成し、就職情報サイト等にバナ

ーを掲載し、次世代法の取組につい

て周知する。 

ウェブサ

イト 

広報誌（月刊厚生労働等）、メール

マガジンを通じて、次世代法の改正

内容、くるみんマーク、くるみん税

制について周知するとともに、仕事

と家庭の両立のための男性の育児

参加の重要性（男性の育児参加が進

むと女性の継続就業率が上がる等）

についても広く知ってもらうよう

努める。 

広報誌、

メールマ

ガジン 
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【雇用均等・児童家庭局】 

施策・制度名（重点施策）：改正パートタイム労働法の周知（注：改正法案が成立した場合） 

担当係：短時間・在宅労働課   

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

改正パートタイ

ム労働法に基づ

き、パートタイム

労働者の雇用管

理改善を推進す

る 

通常の労働者と同視

すべき短時間労働者

に対する差別的取扱

い禁止の対象者の拡

大等を内容とする改

正パートタイム労働

法の円滑な施行を図

るため、改正法の内

容について周知を行

う。 

 

 

 

 

 

 

事業主 

一般国民 

（パートタ

イム労働者） 

１ 国民のニーズ、情報を共有する

仕組み 

雇用均等室による説明会の開催（必

要に応じて） 

説明会 改正法成

立後 

26年度の都道府

県労働局雇用均

等室への相談件

数前年度以上 

 

(平成 24 年度は 

7,485 件) 

 

 

２ わかりやすい情報提供 

①雇用均等室におけるリーフレッ

トの配布。併せて、厚生労働省のＨ

Ｐにもリーフレットを掲載。 

 

②人事労務メルマガ（厚労省人事労

務マガジン）等を活用して情報提供 

 

③政府広報誌等に情報を掲載 

リーフレ

ット・ホ

ームペー

ジ 

 

メールマ

ガジン 

 

広報誌等 

改正法成

立後 

 

 

 

改正法成

立後 

 

改正法成

立後 
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【雇用均等・児童家庭局】 

施策・制度名（重点施策）：企業におけるポジティブ・アクション（女性の活躍促進）の取組促進 

担当係：雇用均等政策課 企画係    

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

６月の「男女雇用

機会均等月間」を

中心に、ポジティ

ブ・アクション※

取組の促進を図

るとともに、改正

内容を含む男女

雇用機会均等法

令と都道府県労

働局雇用均等室

について周知す

る。 

 

※ 男女労働者間の

格差解消を目指

し、各企業が自主

的・積極的に行う

取組 

現政権の成長戦略

の中核に位置づけら

れている女性の活躍

推進を図るため、ポ

ジティブ・アクショ

ンに取り組む事業主

を増やすことを目的

に広報を実施する。 

 また、労働者が性

別による差別的取扱

い等を受けることな

く働き続けることが

できるよう、26 年 7

月に施行される省

令・指針の改正内容

を含む均等法令や相

談対応等を実施する

都道府県労働局雇用

均等室を広く周知す

ることを目的に広報

を実施する。 

労使を始め

とする一般

国民 

関係行政機関、報道機関、使用者団

体、労働団体等へ男女雇用機会均等

月間実施要領、啓発ポスターを配布

し、周知の協力依頼を行う。 

実 施 要

領・ポス

ター 

 

 

通年 

（男女雇

用機会均

等月間で

ある６月

を中心に

実施す

る。） 

ポジティブ・ア

クション取組企

業割合前年度以

上 

 

（ 24 年 度 は

32.5%） 

 

男女雇用機会均等月間の実施に合

わせ、一般国民にポジティブ・アク

ションや改正内容を含む男女雇用

機会均等法令、都道府県労働局雇用

均等室について周知する。 

 

ホームペ

ージ、記

者発表 

広報誌（月刊厚生労働）、メールマ

ガジンを通じて、一般国民にポジテ

ィブ・アクションや改正内容を含む

男女雇用機会均等法令、都道府県労

働局雇用均等室について周知する。 

 

リーフレット等の作成によりポジ

ティブ・アクションや改正内容を含

む男女雇用機会均等法令、都道府県

労働局雇用均等室について周知す

る。また、企業に対して、ポジティ

ブ・アクション情報ポータルサイト

の利用による女性の活躍状況の開

示等を呼びかける。 

さらに、企業に対して、助成金や「業

種別『見える化』支援ツール」、「メ

ンター制度導入・ロールモデル育成

広報誌、

メールマ

ガジン 

 

 

 

リーフレ

ット等 
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マニュアル」について周知をする。 

 

均等・両立推進企業表彰、団体表彰

を通じて、企業等の取組を促す。 

 

 

広報誌、

記者発表

等 
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【雇用均等・児童家庭局】 

施策・制度名（重点施策）：平成 26 年度児童虐待防止対策広報・啓発事業  

担当係：総務課虐待防止対策室調整係  

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

児童虐待の発生

予防から早期発

見・早期対応の体

制を充実する 

国民に児童虐待につ

いての正しい理解が

十分には浸透してい

ない。 

 

国民の児童虐待に関

する正しい理解を深

め、児童相談所や市

町村の窓口への連

絡・相談を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般国民（特

に育児に悩

んでいる親、

これから出

産を迎える

人）、関係機

関・各種団体 

政府広報により新聞、テレビ、ラジ

オ、インターネット等の各種媒体を

通じ、児童相談所全国共通ダイヤル

（0570-064-000）の周知を図る。 

 

政府広報 通年 

（児童虐

待防止推

進月間で

あ る 11

月に集中

的に実施

する） 

 

 

ホームページア

クセス件数を前

年度実績以上と

する。 

平成 24 年度の

アクセス件数は

167,581 件だっ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般国民向けのポスター・リーフレ

ット等を作成し、自治体や関係団体

などに配布を行う。特に児童相談所

全国共通ダイヤル（0570-064-000）

の存在・役割が周知されるよう、周

知方法を工夫する。 

 

ポ ス タ

ー・リー

フレット

等 

広報誌（月刊厚生労働）を通じて、

一般国民に児童虐待について分か

りやすく解説する。 

広報誌 

当省ホームページに掲載中のＤＶ

Ｄ動画「赤ちゃんが泣きやまない」

の周知を図り、乳幼児揺さぶられ症

候群予防啓発を行う。 

 

ホームペ

ージ 

児童虐待問

題に関心の

ある国民、関

係機関・各種

団体 

「子どもの虐待防止推進全国フォ

ーラム」の開催 

フォーラ

ムの開催 

11 月 フォーラムの参

加者数を定員数

の８０％以上と

する。 
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【雇用均等・児童家庭局】 

施策・制度名（重点施策）：児童福祉週間 

担当係：育成環境課 育成環境係  

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

子どもや家庭、子

どもの健やかな成

長について国民全

体で考えることを

目的に、毎年５月

５ 日 の 「 こど もの

日」から１週間を

「児童福祉週間（５

月５日～５月１１

日）」と定めて、児

童福祉の理念の

普 及 ・ 啓 発 を 図

る。 

児童虐待やいじめ

等、子どもや家庭を

取り巻く環境が大き

く変化しており、子

育て家庭を社会全体

で支援する必要性を

多くの国民に理解い

ただくための普及啓

発が必要。 

一般国民及び関係機

関、関係団体等につ

いて、児童福祉週間

を機会に、児童に対

する理解と認識の向

上を図る。 

一般国民及

び関係機関、

関係団体等 

国、地方公共団体、関係団体、企業

等において、各種取組を実施。 

厚生労働省においては、児童福祉週

間中央行事として「こいのぼり掲揚

式」を実施。 

 

各中央省庁における「こいのぼり」

の掲揚 

国営公園等への無料入園等の実施。 

 

行事・イ

ベント等 

 

 

４月下旬

～５月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月～ 

１０月 

平成 26 年度「児

童福祉週間」実

施 要 領に より 、

「児童福祉の理

念の普及」、「家

庭における親子

の ふ れ あ い 促

進」その他、「地

域における児童

健全育成活動の

促進」等を中心

に、運動を展開

する。 

25 年度は、655

の自治体により

1,460 件の行事

等が実施されて

おり、26 年度も

積極的な事業展

開を自治体及び

関係機関に依頼

する。 

 

 

児童福祉週間実施要領、啓発ポスタ

ーの配布、鉄道会社の協力により駅

掲示版へのポスターの掲示 

実 施 要

領・ポス

ター 

 

児童福祉週間の取組の紹介、協力団

体等の公表 

 

ホームペ

ージ、通

知 

広報誌（月刊厚生労働）を通じて、

一般国民に児童福祉週間について

分かりやすく解説する。 

広報誌 

 

児童福祉週間標語の募集 

ホームペ

ージ、通

知、関係

団体ホー

ム ペ ー

ジ、広報

誌等 
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【社会・援護局】 

施策・制度名（重点施策）：介護の日・福祉人材確保重点月間 

担当係：社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室    

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

介護について

の理解と認識を

深め、介護サービ

ス利用者及びそ

の家族、介護従事

者を支援すると

ともに、これらの

人たちを取り巻

く地域社会にお

ける支え会いや

交流を促進する。 

 地方自治体や福

祉・介護関係団体の

協力を得て、国民一

人ひとりが、介護に

ついての理解と認識

を深める機会を提供

する。 

地方自治体

及び福祉・介

護関係団体 

１．意見交換の機会の積極的な設定 

①「介護の日・福祉人材確保重点実

施期間」について、全国主管課長

会議等を通じて地方自治体に情

報提供する。 

②福祉・介護関係団体に情報提供

し、積極的な啓発活動の実施を依

頼する。 

 

会議、介

護労働懇

談会等 

未定  福祉人材確保

重点実施期間に

おける自治体・

団体が実施する

イベントの実施

回数の増加 

平成 25 年度の介

護の日に関連す

るイベント実施

件数：575 件（自

治体 395 件、関係

団体 180 件） 

２．先進的な事例の周知 

先進的な取組をしている都道

府県の事例を収集し、取組につい

てホームページ上で紹介し、幅広

に周知する。 

 

ホームペ

ージ上 

一般国民 ３．分かりやすい情報提供 

ホームページに「介護の日・福

祉人材確保重点実施期間」につい

て掲載する。 

併せて、地方自治体や関係団体

が「介護の日・福祉人材確保重点

実施期間」に開催するイベント等

を集約し、ホームページに掲載す

る。 

 

ホームペ

ージ上 

 

 

 

 

 

 

 

 

10～ 

11 月 
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４．介護の日におけるアピール 

  「介護の日・福祉人材確保重点

実施期間」に関係団体が開催する

イベント等において、挨拶・講演

や後援名義の承認などにより、一

般の方々の介護への理解を深め

る。 

  さらに、介護分野の NPO 法人と

連携を図り、イベントでの講演等

を通して、介護職場の魅力につい

て若者を中心として広くアピー

ルする。 

 

イベント

等 

 

11 月 
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【社会・援護局】 

施策・制度名（重点施策）：赤い羽根共同募金運動 

担当係：社会・援護局総務課指導係 

 

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

民間の福祉活動

への支援、地域福

祉の推進に大き

く寄与している

共同募金運動に

ついて、国民のよ

り一層の理解、協

力を求め、当運動

の活性化を図る。 

共同募金運動により

集められた募金は、

高齢者、障害者、児

童、地域福祉の充実

等に対する民間社会

福祉事業の発展に大

きな役割を果たして

きている。 

人間性豊かな明る

い福祉社会の実現の

ため、国民のより一

層の理解、協力を求

め、共同募金運動の

活性化を図る。 

一般国民 広く国民への情報発信 

① 赤い羽根共同募金運動につい

て、報道機関に発表する。 

② 関係イベントの様子について厚

生労働省ホームページに掲載 

・赤い羽根空の第一便伝達式

(9/30) 

・中央街頭募金行事(10/1) 

③ 中央街頭募金行事(10/1)に大臣

等の幹部に出席いただき広く広

報する。 

④ 政府広報オンラインのホームペ

ージに掲載する。 

⑤ 月刊「厚生労働」に掲載 

⑥ 厚生労働省ホームページに共同

募金の仕組みや配分実績等につ

いて掲載する。 

ホームペ

ージ等 

9～10 月 都道府県共同募

金会が、募金目

標額に達するよ

う支援する。 

 

閣僚、職員 政府機関を通じた周知、広報 

① 全閣僚に赤い羽根の着用を依頼

する。 

② 各省庁に対する職域募金を依頼

する。 

③ 省内メールの活用により募金及

び赤い羽根を着用することを依

頼する。 

通知、ポ

スター、

メール 

9～10 月 
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共同募金、行

政関係者 

行政からの積極的な情報発信 

① 共同募金活動について、行政が

主催する全国会議等を通じて地

方自治体に情報提供する。 

② 中央共同募金会主催の会議等に

出席し、行政の立場から共同募

金活動の一層の充実を要請す

る。 

会議等 3 月 
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【社会・援護局】 

施策・制度名（重点施策）：戦没者遺族等の援護施策  

担当係：援護課給付係                

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

① 平成２３年改

正法による戦

傷病者等の妻

に対する特別

給付金の受給

対象者に制度

案内を行い、

時効失権する

ことがないよ

う周知する。 

② 平成２５年改

正法による戦

没者等の妻に

対する特別給

付金及び戦没

者の父母等に

対する特別給

付金の受給対

象者に制度案

内 を 送 付 す

る。 

特別給付金の受給対

象者にすべてに対し

て制度案内が行き渡

ることは、現実的に

困難なことから、広

く広報することが重

要 

 

 

都道府県の

担当者 

 

・ブロック別主管課長会議や事務指

導監査において、都道府県が行う請

求促進の取り組み等について意見

交換、広報好事例の収集を行う。 

会議 １０～３

月 

（目的①） 

案内送付対象者

の 90%から請求

を受け付ける 

（第３年度） 

 

（目的②） 

案内送付対象者

の 85%から請求

を受け付ける 

（第２年度） 

 

受給対象者 ・援護年金受給者向けに特別給付金 

制度案内を掲載した「援護年金受給 

者のしおり」を送付する。 

・特別給付金制度の概要リーフレッ 

トやホームページによるお知らせ 

 

 

・政府広報（新聞、ラジオ等）によ 

る制度案内 

・①の未請求者に対し直接制度案内 

を送付する。 

 

・戦没者の妻に対する特別給付金第 

27 回「ろ号」対象者に制度案内を送 

付する。 

しおり 

 

 

リーフレ

ット、ホ

ームペー

ジ 

政府広報 

 

リーフレ

ット、案

内状 

リーフレ

ット、請

求書 

５月 

 

 

随時 

 

 

 

未定 

 

４月 

 

 

11 ～ 12

月 
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【社会・援護局】 

施策・制度名（重点施策）：戦中・戦後の労苦の継承、戦没者の慰霊追悼 

担当係：援護企画課施設指導係、援護企画課外事室外事第 1班外事企画係、外事第２班調査第２係 

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

戦傷病者、戦没者

遺族等の援護を

図り、一般国民と

ともに平和を祈

念する① 

昭和館、しょうけい

館の存在がまだ十分

に知られていない。 

 

昭和館、しょうけい

館への来館促進を図

り、一般国民ととも

に平和を祈念する。 

一般国民 一般国民向けのポスター・リーフレ

ットを作成し、都道府県等を通じて

配布を行う。 

ポ ス タ

ー・リー

フレット 

５月、７

月 

より多くの方々に

戦中・戦後の国民

生活上の労苦及び

戦傷病者とその妻

等が体験した労苦

を伝えられるよ

う、対前年度比来

館者の増を目標と

する。 

 

【入館者数目標】 

（平成 25 年 12 月まで） 

＜昭和館＞ 

232,744 人 

＜しょうけい館＞ 

89,020 人 

 

広報誌（月刊厚生労働）、記者発表

資料等を通じて、一般国民に特別企

画展等の開催についてお知らせす

る。 

広報誌、

記者発表

資料等 

７月、３

月 

厚生労働省ホームページに昭和館、

しょうけい館のホームページのリ

ンクを張る。 

ホームペ

ージ 

随時 

戦傷病者、戦没者

遺族等の援護を

図り、一般国民と

ともに平和を祈

念する② 

８月 15 日が「戦没者

を追悼し平和を祈念

する日」であること

及び同日に実施され

る全国戦没者追悼式

を全国的に広く周知

し（昭和 57 年４月

13 日閣議決定の趣

旨を広く国民に周

知）、一般国民ととも

に平和を祈念する。 

 

一般国民 ８月 15 日が「戦没者を追悼し平和

を祈念する日」であること及び同日

に実施される全国戦没者追悼式に

ついて政府公報、記者発表資料等を

活用して周知する。 

政 府 公

報、記者

発 表 資

料、ホー

ムページ

等 

８月 全国戦没者追悼式

を滞りなく実施

し、昭和 57年４月

13 日閣議決定の

趣旨を広く国民に

周知する。 
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重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

戦傷病者・戦没者

遺族等の援護を

図り、一般国民と

ともに平和を祈

念する③ 

戦傷病者、戦没者遺

族だけでなく、一般

国民に慰霊巡拝等の

実施について、広く

周知するほか、事業

実施に協力してもら

う必要がある。 

戦没者の遺

族等 

・各自治体に対し慰霊巡拝計画につ

いて情報提供し、広報を依頼する。 

 

・厚生労働省ホームページで、慰霊

巡拝計画などを掲載する。 

 

・慰霊巡拝の参加遺族にアンケート

を実施する。 

通知 

 

 

ホームペ

ージ 

 

アンケー

ト用紙 

3 月 

 

 

随時 

 

 

派遣ごと 

 

慰霊巡拝の募集

定員の定数を満

たす。 

 

 

 

巡拝参加遺族ア

ンケートで、周

知方法について

の「満足した」

との回答を85％

の回答者から得

る。 

 

 遺骨の収容場所で発見された遺留

品について、先の大戦を知らない平

和へのメッセージとして厚生労働

省ホームページ上で公開する。 

ホームペ

ージ 

 

 

随時 より多くの方々

にホームページ

を見て貰えるよ

う、前年度比ア

クセス件数の増

を目的とする。 

（平成 25 年度実績） 

上半期 １，３９６ 

下半期   ４４９ 

※下半期は１２月ま

で 
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   民間団体等が海外に建立した日本

人戦没者の慰霊碑について、建立

後、歳月の経過とともに、建立者等

の行方がわからなくなっているの

で、その建立者に関する情報提供を

求める。併せて、国が実施する「民

間建立慰霊碑等整理事業」について

制度の周知を行う。 

ホームペ

ージ 

随時 建立者又はその

関係者に対する

慰霊碑の維持管

理についての注

意喚起を図る。 
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【社会・援護局】 

施策・制度名（重点施策）：中国残留邦人等への支援 

担当係：援護企画課中国残留邦人等支援室自立援護係 

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

戦争を経験して

いない若年層も

含めた国民が、中

国残留邦人等に

対する関心と理

解を持ち、中国残

留邦人等が地域

社会の一員とし

て安心して暮ら

せるよう、温かく

接することがで

きる地域社会を

つくる。 

 

中国残留邦人等の

苦難と現状につい

て、一般国民の関

心と理解が十分に

得られていない。 

 

中国残留邦人等の

苦難と現状につい

て、一般国民の関

心と理解を深め

る。 

 

一般国民 

 

※シンポジ

ウムのポス

ター・リーフ

レットは、シ

ンポジウム

開催地の自

治体、学校、

関係団体に

重点的に配

布する。 

「中国残留邦人等への理解を深める

シンポジウム」を開催する。 

シンポジ

ウム 

 

未定 シンポジウムの

参加者数を会場

座席数の８０％

以上とする。 

 

シンポジウム参

加者に対してア

ンケートを実施

し、中国残留邦人

等に対する関心

と理解を深めた

と の 回 答 を ８

０％以上の回答

者から得る。 

 

全国会議等でシンポジウム開催の周

知を行う。 

会議 随時 

ホームページ、広報誌（月刊厚生労働）

で、シンポジウム開催の周知と開催後

の内容の紹介を行う。 

 

ホームペ

ージ、広

報誌 

随時 

シンポジウムのポスター・リーフレッ

トを作成し、関係機関に配布する。 

ポ ス タ

ー・リー

フレット 

 

随時 

中国残留邦人等への支援策について、

ホームページでわかりやすく解説す

る。 

ホームペ

ージ 

随時 
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【社会・援護局】 

施策・制度名（重点施策）：中国残留邦人等の特定配偶者に対する支援 

担当係：援護企画課中国残留邦人等支援室生活支援班自立援護係      

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

配偶者支援金の

受給対象者等に

広く制度案内を

行い、申請漏れが

生じることがな

いよう周知する。 

① 特定配偶者に対

し、配偶者支援金創

設を周知し、申請漏

れの防止を図る。 

 

② 支援給付受給者

に対し、配偶者支援

金創設を周知し、将

来の申請漏れの防止

を図る。 

都道府県等

の担当者 

・都道府県等を対象として毎年度開

催している「中国残留邦人等支援に

係る全国担当者会議」において、配

偶者支援金制度について情報提供

し、申請漏れがないよう周知徹底す

る。 

 

・ブロック別地域支援連絡会や支援

給付施行事務監査において、都道府

県等が行う配偶者支援金制度の周

知や申請漏れの防止の取り組み等

について意見交換を行う。 

通知 

会議 

 

 

 

 

 

会議 

５月 

 

 

 

 

 

 

６～３月 

（目的①） 

配偶者支援金の

受給を希望する

特定配偶者全員

が申請するこ

と。 

 

（目的②） 

支援給付受給者

が配偶者支援金

について理解す

ること。 

 

特定配偶者、

支援給付受

給者及び一

般国民 

・配偶者支援金制度の概要について

ホームページによるお知らせを行

う。 

 

・配偶者支援金制度の概要リーフレ

ットのひな形等を都道府県等に示

し、実施機関を通じて周知を行う。 

ホームペ

ージ 

 

 

通知（リ

ーフレッ

トのひな

形） 

随時 

その他 都道府県等において実施している

広報の好事例の収集 

 ６～３月 
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【社会・援護局障害保健福祉部】 

施策・制度名（重点施策）： 身体障害者補助犬の普及・啓発         

担当係：企画課 自立支援振興室 社会参加支援係              

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

身体障害者補助

犬の普及・啓発 

身体障害者補助犬法

施行から 11 年が経

過しているが受け入

れ拒否が絶えない

等、法律の認知が低

いため、法律への理

解を広めて、補助犬

とそのユーザーの受

け入れを促進する。 

 

 

地方公共団

体等 

身体障害者補助犬受入マニュアル

をホームページに掲載するととも

に、都道府県等担当部局に周知す

る。法律の概要をまとめたリーフレ

ット等を広く配布する。 

ホームペ

ージ・リ

ーフレッ

ト・ステ

ッカー 

4 月～ 補助犬ホームペ

ージの PV 数に

ついて前年比

増。 

（「身体障害者補

助犬」ページ） 

PV 数：14,234 

 

 

 

医療機関・関

係団体等 

身体障害者補助犬受入マニュアル

をホームページに掲載し周知する

とともに、リーフレット等を広く配

布する。 

ホームペ

ージ・リ

ーフレッ

ト・ステ

ッカー 

4 月～ 

国民 補助犬法施行日および障害者週間

にあわせて普及啓発イベントを実

施する。その際にもリーフレット等

を積極的に配布する。 

セ ミ ナ

ー・ホー

ム ペ ー

ジ・リー

フ レ ッ

ト・ステ

ッカー 

9 月・12

月 
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【社会・援護局障害保健福祉部】 

施策・制度名（重点施策）：世界自閉症啓発デー２０１４～２０１５           

担当係：障害福祉課 障害児・発達障害者支援室発達障害者支援係       

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

自閉症を含めた

発達障害に対す

る普及啓発 

一般国民において

は、自閉症を含めた

発達障害に対する理

解が十分にされてい

ないため、２００７

年１２月に国連総会

において毎年４月２

日を「世界自閉症啓

発デー」とすること

が決議されたのを契

機に、それ以来我が

国においても、毎年

４月２日から４月８

日までを発達障害啓

発週間と定め、自閉

症をはじめとする発

達障害について正し

い知識の浸透を図る

とともに、社会全体

の理解が進むよう普

及啓発活動を行う。 

 

 

 

 

一般国民 ブルーライトアップイベント２０

１４ 

東京タワ

ー 

４月 

 

発達障害情報・

支援センターホ

ームページのＰ

Ｖ数が前年を上

回る。 

 

 

世界自閉症啓発デー２０１４に寄

せて、国連事務総長及び厚生労働大

臣等のメッセージ 

ホームペ

ージ 

４月 

 

一般国民に向けてポスター・リーフ

レット・チラシを都道府県、各関係

団体を通じ配布、掲示を行う。 

 

ポ ス タ

ー、リー

フ レ ッ

ト、チラ

シ 

２月、 

３月 

政府広報 新聞 ３月 

世界自閉症啓発デー２０１５シン

ポジウム 

シンポジ

ウム 

３月 

世界自閉症啓発デー２０１５に関

する取り組みについて 

ホームペ

ージ 

３月 
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【老健局】 

施策・制度名（重点施策）： 認知症サポーターの養成            

担当係： 認知症対策係                          

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

認知症サポータ

ーの養成を図る。 

認知症に関する正し

い知識と理解を持つ

認知症サポーターを

数多く養成すること

を目指しているが、

そのためには認知症

サポーター養成の取

組について広く周知

する必要がある。 

地方自治体 地方自治体を対象とした会議の場

で」、認知症サポーターの養成につ

いて取組を促す。 

会議 ２月 平成２９年度末

までに全国で認

知症サポーター

の人数を６００

万人にする。 

 

一般国民 認知症施策についての行政説明な

どの機会に認知症サポーターの取

組について周知を図る。 

講演会等 随時 

地方自治体

等 

地域における認知症サポーターの

活動事例について収集を行い、優良

な活動事例を発表する。 

認知症サ

ポーター

優良活動

事例報告

会 

３月 
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【保険局】 

施策・制度名（重点施策）： データヘルス事業の推進      

担当係： 保険局総務課医療費適正化対策推進室        

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

医療保険者にお

いて、加入者の特

性を踏まえた効

果的かつ効率的

な保健事業を展

開することを目

的として、レセプ

ト、健診情報等を

活用した保健事

業（データヘルス

事業）を推進す

る。（平成 26 年度

中に全ての医療

保険者でデータ

ヘルス計画を策

定し、当該計画に

基づき平成 27 年

度から本格的に

事業実施） 

全ての医療保険者で

データヘルス事業が

実施されるよう、医

療保険者に対し、デ

ータヘルス事業の意

義や目的、進め方等

を周知・広報し、医

療保険者の問題意識

やノウハウ等を高め

る。 

医療保険者 当省ホームページに既にデータを

活用した保健事業を実施している

保険者の事例（先進事例）を掲載す

る。 

ホームペ

ージ 

１月以降 平成 26 年度中

に全ての医療保

険者(3,419保険

者)でデータヘ

ルス計画を策定

することを目標

とする。 

 

既にデータを活用した保健事業を

実施している医療保険者に依頼し、

当該医療保険者の担当者の視点で、

実施している事業内容に併せ、事業

実施までの工程や苦労、事業実施に

当たり工夫した点など、今後データ

ヘルス事業を実施しようとする医

療保険者にとってより実践的な内

容となる事項を執筆いただき、広報

誌（月刊厚生労働）に掲載、広報す

る。 

広報誌 １月以降 

医療保険者等が集う会議等に積極

的に参加し、データヘルス事業の意

義や内容、進め方等について分かり

やすく解説する。 

会議等 ４月以降 
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【保険局】 

施策・制度名（重点施策）： 診療報酬改定        

担当係： 保険局医療課                 

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

平成 26 年度診療

報酬改定の内容

を分かりやすく

伝えることを通

じて、団塊の世代

が 75 歳以上とな

る 2025 年に向け

て、病床機能の分

化・連携や在宅医

療の一層の推進

を図る。 

平成26年4月からは

じまる新しい診療報

酬改定を全国の医療

機関に浸透させるこ

とを通じ、効率的な

医療提供体制の構築

を図る。 

全国の医療

機 関 や 医

療・介護事業

者、患者 

メディアを集めた勉強会を随時開

催することで、医療関係者以外にと

って、わかりにくい診療報酬の内容

を分かりやすく伝え、新聞、雑誌等

で患者にも届くよう努める。 

新聞・雑

誌 

４月以降 平成 26 年度診

療報酬改定の内

容を医療関係者

や患者に伝え

る。 

 

医療関係団体や学会が行う学術集

会等に積極的に参加することを通

じて、政策内容を伝える。 

 

 

 

 

 

学術集会 ４月以降 

 

 



    

72 

【年金局】 

施策・制度名（重点施策）：財政検証と制度改正に関するわかりやすい情報発信と幅広い意見の聴取  

担当係：総務課企画係  

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

平成 26 年の公的

年金の財政検証

及びその結果を

踏まえた年金制

度改正に関する

わかりやすい情

報発信と幅広い

意見の聴取 

平成 26 年は公的年

金の財政検証やその

結果を踏まえた制度

改正が予定されてお

り、検証結果や制度

に関する論点をわか

りやすくお伝えする

とともに、有識者や

国民各層からの意見

を幅広くお聴きする

ことにより、年金制

度改正に資するよう

にする。 

 

国民全般（特

に被保険者） 

国民の皆さま向けのシンポジウ

ム・対話集会を開催し、財政検証結

果や制度改正について、わかりやす

く説明するとともに、幅広く意見を

お聴きする。 

シンポジ

ウム・対

話集会 

年８回程

度 

シンポジウムの

参加者に対して

アンケートを実

施し、内容につ

いて理解・納得

したとの回答を

70％以上の回答

者から得る。 

 

国民全般（特

にインター

ネットの利

用傾向が高

い、中若年

層） 

財政検証ホームページを拡充し、平

成 26 年に公表する財政検証の結果

や考え方について、国民の皆さまか

ら理解・納得を得られるよう、財政

検証ホームページをわかりやすく

拡充する。 

ホームペ

ージ 

平 成 26

年度中 

厚労省ホームペ

ージ（年金・日

本年金機構関

係）へのアクセ

ス件数の前年度

実績（平成 24 年

度 439,863 件）

を上回る。 

国民全般（特

に若年層） 

大学生・専門学校生を中心に、財政

検証結果や公的年金制度改正に関

する出張講座を、厚労省ホームペー

ジで希望を募ること等を通じて、将

来の年金制度の担い手である若年

層の理解・納得を得るとともに、意

見をお聴きする。 

講義・ホ

ームペー

ジ 

平 成 26

年秋頃 

講義を実施した

後に質疑応答を

行い、またアン

ケートを回収

し、次期制度改

正の参考とす

る。 

有識者 公的年金制度改正の参考となるよ

う、各界有識者の意見をお聴きす

る。 

 

 平 成 26

年夏～秋

頃 

アンケートを回

収し、次期年金

制度改正の参考

とする。 
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報道関係者

（論説・解説

委員等） 

報道関係者を通じた十分な情報発

信に資するとともに、取材等を通し

た国民の皆さまの声等を聴取する

ため、報道関係者との意見交換の場

を設ける。 

論説・解

説委員懇

談会 

随時 報道関係者の適

切な理解・納得

のもとに情報を

発信してもら

う。 
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【年金局】 

施策・制度名（重点施策）：公的年金制度に関するわかりやすい情報発信  

担当係：総務課企画係  

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

公的年金制度に

関するわかりや

すい情報発信に

よる、公的年金制

度 に 対 す る 理

解・納得の促進 

公的年金制度に対し

て国民の理解が得ら

れるよう、制度の意

義、基本的な仕組み、

現状と課題等につい

て広く周知する。 

国民全般（特

に若年層を

はじめとす

るインター

ネット利用

層） 

主に下記の３点において掲載内容

の改善を図ったうえで活用し、若年

層に対してもわかりやすい形での

情報提供に引き続き取り組む。 

①厚労省ホームページ 

②厚労省ツイッター 

③年金制度のポイント 

 

特に、今年度は、携帯電話やスマー

トフォンにも対応するコンテンツ

を順次作成する。 

ホームペ

ージ 

随時（平

成 26 年

度版年金

制度のポ

イントは

４ 月 上

旬） 

厚労省ホームペ

ージ（年金・日

本年金機構関

係）へのアクセ

ス件数の前年度

実績（平成 24 年

度 439,863 件）

を上回る。 

 

国民全般（特

に若年層と

接点の多い

メディア、場

所など） 

出版社に対して公的年金制度の勉

強会を引き続き実施し、発行してい

る雑誌やフリーペーパー等で公的

年金制度に関する記事の掲載を依

頼する。 

さらに、今年度は、コンビニエンス

ストアをはじめとする民間事業者

に対してポスター掲載の協力を依

頼する。 

勉強会・

雑誌・ポ

スター 

随時 昨年の掲載実績

（平成 25 年度

７紙誌）を上回

る。 

国民全般 関係団体からの各種講演や大学等

における講義の依頼、報道関係者の

取材等を積極的に受ける。 

講演等 随時 講演等参加者に

対して（可能で

あればマスコミ

各紙の読者に対

して）アンケー

トを実施し、内

容について理

解・納得したと
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の回答を70％以

上の回答者から

得る。 

報道関係者

（特に新任

記者）や経済

専門誌記者 

記者会に所属する記者向けの勉強

会を引き続き定期的に実施する。 

さらに、今年度は、経済専門誌の記

者向けの勉強会についても、ニーズ

を踏まえつつ実施する。 

勉強会 随時 勉強会参加者に

対してアンケー

トを実施し、内

容について理

解・納得したと

の回答を70％以

上の回答者から

得る。 
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【年金局】 

施策・制度名（重点施策）：『年金の日』（新設・名称検討中）に、「ねんきんネット」や定期便で年金記録の確認を！ 

担当係：年金局事業企画課（年金記録回復室）  

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

国民一人一人が

年金記録を確認す

ることや、老後生

活に思いを巡らす

ことを推進する。 

さらに、常時、

記録確認や未統合

記録の検索ができ

る「ねんきんネッ

ト」の利用拡大を

図る。 

 

 

 

年金記録を正しく

管理するためには、年

金機構による適正な

管理はもとより、国民

一人一人に老後生活

や年金についての関

心を高めていただく

とともに、ご本人への

記録の注意喚起を図

り、なるべく早い時点

で記録の『もれや誤

り』を申し出ていただ

き訂正することが重

要である。 

また、持ち主不明の

未統合記録が約2100

万件あること等を踏

まえ、26年度以降も引

き続き、国民への年金

記録確認の働きかけ

を行う。 

さらに、「ねんきん

ネット」は、紙の定期

便と異なり、記録の確

認がいつでもできる

上、年金見込額計算や

未統合記録の検索が

できるなど国民の利

便に資するほか、省資

源にも資する。 

このため、「ねんき

んネット」の加入者を

拡大することが重要

一般国民 
（被保険者、待機

者、受給者等） 

 

ねんきん定期便や裁定請求書（事前送

付用）通知等において、年金記録の「も

れや誤り」の確認、及び「ねんきんネ

ット」の加入・利用について、ご本人

への働きかけを行う。 

ハガキ・

手紙 
(年金機構) 

 

年間 

 

 

 

・ご自身の記録

を確認される

方を増やし、記

録のもれや誤

り（未統合記録

等）を減少させ

る。 

・「ねんきんネッ

ト」の新規加入

者数について、

年間100万人以

上を目指す。 

・「ねんきんネット」

の利用者は、平成

26 年１月現在約

270万人 

・平成24年度の記

録訂正事案の多く

は、厚生年金事案

が中心。特に平成

15年 4月（総報酬

制導入）以後のも

のが全体の約7割

以上。 

・１１月を「ねん

きん月間」と位置

づけ、国民の皆様

に年金制度に対

する理解を深め

ていただくため、

公的年金制度の

普及・啓発活動を

展開 

 

 

 

 

 

 

 
・インターネットを

利用されない方の

ために、一部市区

町村、郵便局で「ね

「年金の日（仮称）」を設置し、国民一

人一人による記録確認等の推進・「ねん

きんネット」の加入・利用を呼びかけ

る。 

イベント 
厚生労働

省twitter 

検討中 

 

市町村が記録確認の推進・「ねんきんネ

ット」の加入・利用を呼びかけるため

に、イベント場や公民館等において、

講演・説明や資料配付等を行う取組等

を、支援する。 

説明会、

チラシ等 
(市町村交付金) 

随時 

シンポジウムや対話集会、大学生向け

の出張講座等の機会を通じて「ねんき

んネット」の加入・利用及び記録確認

を呼びかける。 

チラシ等 随時 

 

 

特に中高年齢者 
（年金への関心が高

く比較的インターネ

ット利用率もその上

の世代に比べて高い

40～60歳代） 

「ねんきんネット」の更なる利用者の

拡大や年金記録確認の推進を図るた

め、インターネット広告等を活用した

周知を行う。 

インター

ネット広

告等 

随時 

 

 

 

特に20歳 
（国民年金に初

めて加入） 

20 歳適用の際に同封する「国民年金・

厚生年金被保険者のしおり（20 歳のし

おり）」に、「ねんきんネット」の加入・

利用及び記録確認を促すための説明を

入れる。 

また、市町村の成人式用配布物として

同趣旨のチラシ等を作成。 

20歳のし

おり(年金

機構)、 

成人式配

布用のチ

ラシ等 
(市町村交付金) 

随時 

特にインター

ネットを利用

されない高齢

市町村が記録確認等を推進するため

に、例えば、インターネットを利用さ

れない高齢者が集まるイベント場や公

説明会、

チラシ等
(市町村交付金) 

随時 
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であり、認知度を高め

るための周知等を実

施。 

者等 民館等において、講演・説明や資料配

付等を行う取組等を、支援する。（再掲） 

んきんネット」に

よる年金記録（紙

媒体・無料）を交

付している。 
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【年金局】 

施策・制度名（重点施策）：公的年金の分かりやすい情報発信モデル事業（仮称） 

担当係：年金局事業管理課  

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

平成 26 年度中に

国民年金保険料

の納付率向上に

向けて効果的な

映像資料を作成

するモデル事業

を行う。 

国民年金保険料の納

付率の向上のために

は、年金制度を理解

していただき、その

有用性を実感しても

らうことが必要であ

ることが、国民年金

保険料等の徴収体制

強化に関する専門委

員会等で指摘されて

いる。今般、国民年

金保険料の納付率向

上に向けて、特に国

民年金の未納者が多

いと言われる若年層

への対策の一環とし

て、若年層に対し年

金制度への理解の一

助となる年金制度に

係る映像資料を作成

する 

若年者 若年層に対し年金制度への理解の一助と

なる年金制度に係る映像資料やポスター

等を作成するとともに、モデル的に当該

資料を用いた情報発信を行い、公的年金

に対する理解、納付意欲等に関する効果

を測定する。 

委員会 

セ ミ ナ

ー 

平成26年4

月 ～ 平 成

27 年 3 月 

若年者層につい

て、日本年金機

構が実施する地

域年金展開事業

における大学

（高校）での授

業等の参加者に

対してアンケー

ト等を実施し

て、公的年金制

度の有用性を理

解、保険料の納

付をはじめとす

る手続をする気

になったという

回答を 80％以

上の回答者から

得る。 

 

 

映像資料作成及び効果測定方法の検討 委員会 平成26年5

月～9月 

当該映像資料を用いた年金セミナーを地

域年金展開事業の中で実施 

セ ミ ナ

ー 

平成26年9

月～11 月 

映像資料アンケート等の実施 委員会 平成26年9

月～12 月 

映像資料等の改定版の作成 

 

委員会 平成 26 年

12 月～2月 

同映像資料を厚生労働省及び日本年金機

構において、年金制度の周知の際に本格

的に使用 

セ ミ ナ

ー 

平成27年3

月～ 
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【政策統括官（社会保障担当）】 

施策・制度名（重点施策）：社会保障・税一体改革 

担当係：社会保障担当参事官室 

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

総合的な厚生労

働行政関係情報

の提供等 

社会保障と税の一体

改革による社会保障

制度改革の意義や内

容が知られていない

ことから、改革に関

する情報を効果的に

提供し、国民の理解

を深める。 

国民全般 次の取組を通じて、一体改革に関す

る情報を効果的に提供し、国民の理

解を深める。 

①財務省等との共催により全国で

説明会を実施する。 

 

 

②中小企業庁が主催する事業者向

けフォーラムに講師を派遣する。 

 

 

 

一体改革

広報に関

する地方

説明会 

中小事業

者経営力

強化フォ

ーラム 

４～６月 「一体改革広報

に関する地方説

明会」において

「一体改革への

理解度」が 80％

を超える（説明

会後のアンケー

トにより計測） 

 

 

厚生労働省ホー

ムページ（社会

保障関係）への

アクセス件数が

前年度を超える 

〔平成 24年度〕 

72,423 件 

 

報道関係者（論説・解説委員等）と

の意見交換の場を持ち、適切な情報

発信に資するとともに、取材等を通

した国民の声等を聴取する。 

論説・解

説委員懇

談会 

随時 

市町村職員を対象としたセミナー

を開催し、情報提供・意見交換を行

う。 

市町村セ

ミナー 

 

年６回程

度 

 

次の取組を通じて、将来を担う世代

の社会保障制度への理解を促進す

る。 

①社会保障制度に関するわかりや

すい教育用資料の検討を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会保障

の教育推

進に関す

る検討会 

 

 

 

 

 

 

随時 
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②①にて作成した教育用資料を文

部科学省と連携し教科書会社お

よび全国の教育現場等に周知を

行う。長期的には学習指導要領に

反映させることも視野に入れな

がら、継続的・全国的に社会保障

の教育が推進される環境づくり

を図る。 

説明会等 随時 

有識者等に対し、審議会資料等様々

な情報の提供を積極的に行う。 

紙 媒 体

(資料等） 

随時 

 

当省ＨＰを活用し、よりわかりやす

い情報を提供するとともに、より使

いやすい情報提供環境を構築する。 

当省 HP 

 

適宜 
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【政策統括官（社会保障担当）】 

施策・制度名（重点施策）：厚生労働白書 

担当係：政策評価官室分析第一係 

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

厚生労働行政の

年次報告及びそ

の年ごとの厚生

労働行政に関す

る政策課題をと

りあげ、現状や施

策の実施状況、将

来の方向性・展望

をなどについて

取りまとめる。 

多岐にわたる厚生労

働行政の現状につい

て広く伝えられてい

ない。 

厚生労働行政の現状

や今後の見通しなど

を、わかりやすく国

民に広く伝える。 

国民全般 １ 意見交換機会の積極的な設定 

① 関係団体等からの各種講演・講義

の依頼を積極的に受ける。 

② 各種関係団体等に対して、作成し

た厚生労働白書を郵送。 

  

①随時 

 

②閣議日

以降 

厚生労働省ホー

ムページに掲載

されている厚生

労働白書への発

表後半年のアク

セス件数を前年

実績同等以上と

する。 

〔平成 24 年度〕

365,859 件 

（平成24年 8月

28日～平成25年

3 月末日まで） 

 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕

組み 

報道関係者との意見交換の場を持

ち、適切な情報発信に資するととも

に、取材対応を通した国民の声等を聴

取する。 

 随時 

３ わかりやすい情報提供 

① ホームページに厚生労働白書の

本文・概要をわかりやすく掲載 

② 広報誌等を活用した情報提供 

 

③ 関係団体等からの各種講演・講義

の依頼を積極的に受け、理解促進

を図る。 

厚生労働

省ホーム

ページ 

・各種広

報誌など 

 

①閣議日

当日 

②閣議日

以降 

③閣議日

以降 

４ 情報提供のための手法と技術の

向上 

①全体を通じて記述内容が多岐にわ

たる中で、専門的な記述に陥ること

のないよう、図表等を豊富に取り入

れつつ、わかりやすく明確な記述を

行う。 

 

②厚生労働白書に掲載した図表のデ

  

 

①随時 

 

 

 

 

 

②閣議日
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ータ等をエクセル形式にてホーム

ページに掲載することで、よりホー

ムページの充実を図る。 

以降 
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【政策統括官（労働担当）】 

施策・制度名（重点施策）：総合的な労働政策関係情報の提供             

担当係：労働政策担当参事官室、労政担当参事官室                      

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

総合的な労働政

策関係情報の提

供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提供する情報が労働

分野の多岐にわたる

ため、利用者のニー

ズに合わせた的確な

情報提供が課題。 

 

厚生労働省における

各制度や施策につい

て、部局横断的に情

報提供する。 

 

 

 

一般国民（求

職者、労働

者）、事業主、

人事・労務担

当者 

 

 

 

 

 

 

 

労働政策に係る制度又は制度改正

等について、関係部局及びわかりや

すい広報指導室と連携し、読み手に

分かりやすい内容の記事を登録者

に配信する。 

（「厚労省人事労務マガジン（メル

マガ）」） 

メールマ

ガジン 

随時 平成２６年度末

のメルマガ登録

者数を６万５千

人以上 

 

基本的な労働法制度をまとめたハ

ンドブック「知って役立つ労働法」

を厚生労働省ホームページに掲載

し、情報の提供を行う。 

また、大きな制度改正等の際にはそ

の都度改訂を行う。 

ホームペ

ージ 

随時 

 

 

 

 

ホームページア

クセス件数６万

件以上（年間） 

中小企業の

事業主、人事

労務・担当者 

中小企業の事業主、人事労務者向け

に基本的な労働法制度、助成金など

の支援策を紹介している「ホームペ

ージ「中小企業を経営されている方

へ」」を、各部局の協力を得て、最

新の内容に更新するとともに、分か

りやすい・使いやすいページとなる

よう、リンク先やコンテンツの追

加・修正を検討する。 

ホームペ

ージ 

随時 ホームページア

クセス件数７万

件以上（年間） 
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【政策統括官(労働担当)】 

施策・制度名（重点施策）：労働経済白書 

担当係：労働政策担当参事官室分析第２係 

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 

広報の成果

目標 
備考 

労働問題に関わ

る テ ー マ に つ い

て、統計的・計量

的な分析を提供す

ることにより、広く

国民 の理解 を促

進する。 

多岐にわたる労働問

題について、広く現状

を周知する必要があ

る。 

そこで、中長期的観

点から中立的・客観

的な分析を行い、結

果をわかりやすく提

供することで、労使コ

ミュニケーションを円

滑化するとともに、広

く国民の理解を促進

する。 

労使関係者を

はじめとする

労働問題に関

心を持つ国民

一般。 

１ 意見交換の機会の積極的な設定 

労使関係団体などで、積極的に講

演などを行う。 

 随時 厚労省ＨＰに

掲 載 す る 労

働 経 済 白 書

へ の 発 表 後

半年のアクセ

ス 件 数 を 前

年 版 実 績 同

等 以 上 と す

る。 

 

２ 国民のニーズ、情報を共有する仕

組み 

① 白書を作成するに当たり、テーマ

案や分析手法について労働経済

学者と意見交換を行う。 

② 報道関係者(論説・解説委員など)

との意見交換の場を持ち、効果

的な情報発信に努めるとともに、

取材対応などを通して国民の声

などを聴取する。 

 随時 

 

 

 

３ 分かりやすい情報提供 

① 厚労省 HP に白書の本文・概要・

要約版をわかりやすく掲載する。 

② 広報誌「厚生労働」などに紹介記

事を掲載する。 

③ 労使関係団体、地方自治体、学

識経験者などへ白書を情報提

供・送付する。 

④ 労使関係団体や大学などでの講

演や講義を積極的に行い、理解

促進を図る。 

厚 労 省

HP、広報

誌など 

① 閣議日当日 

 

② ～④ 

閣議日以降 
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４ 情報提供のための手法と技術の

向上 

① 専門性の高い分析が多いため、

分かりやすい、簡潔かつ明確な

記述を行う。 

② 図表のバックデータ等をエクセ

ル形式で厚労省 HP に掲載する

ことで、利便性を高める。 

 

 随時 
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【中央労働委員会事務局】 

施策・制度名（重点施策）：労働委員会制度   

担当係： 総務課文書広報係          

重点施策の目的 
広報上の課題を 

踏まえた役割 

広報の対象 

（重点対象） 
実施内容 媒体 実施時期 広報の成果目標 備考 

国民の労働委員

会制度に対する

認知度を上げる。 

労使紛争が国際化・

複雑化してきてお

り、従来にもまして、

きめ細やかな対応が

もとめられている。 

 

労働委員会制度の国

民における認知度及

び概要の理解度を向

上させる。 

国民 

 

意見交換の機会の積極的な設定 セミナー 10 月 ホームページア

クセス数の前年

度からの向上。 

 

 

 

国民のニーズ、情報を共有する仕組

み 

ホームペ

ージ 

 

 

わかりやすい情報提供 

①命令書交付の記者発表資料をＨ

Ｐに掲載する 

②中労委ＨＰの Q＆A を、既存のも

のよりきめ細かく作成する 

ホームペ

ージ 

随時 

情報提供のための手法と技術の向

上 

ホームペ

ージ 

 

 

 

 


